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はじめに 

 

１．計画策定の趣旨 

わが国では、度重なる大規模自然災害により、その都度多くの尊い人命・財産を失ってきた。本村 

においても、昭和４３年８．１７豪雨、平成２３年９月台風１５号豪雨など、風水害、土砂災害など

の自然災害によって甚大な被害を受け、長期にわたり復旧・復興を繰り返してきた。 

  

平成２３年東日本大震災では、観測史上最大のマグニチュード９の巨大地震と大津波により、

18,000 人を超える死者・行方不明者に加え、震災関連死が 3,600 人を超えた。その後の復旧・復興

も長期化しており、これまでの事後対策から、社会経済の持続、被害の最小化、迅速な復旧復興を図

る事前防災の重要性が教訓となった。 

 このような状況を踏まえ、平成２５年１２月に「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防

災・減災等に資する国土強靭化基本法（以下「基本法」という。）」が公布・施行された。 

 

 基本法ではその１３条に「都道府県又は市町村は、国土強靭化に関する施策の総合的かつ計画的

な推進を図るため、当該都道府県又は市町村の区域における国土強靭化に関する施策の推進に関す

る基本的な計画（以下「国土強靭化地域計画」という。）を、国土強靭化地域計画以外の国土強靭化

に係る当該都道府県又は市町村の計画等の指針となるべきものとして定めることができる。」と規定

されている。 

 この計画は、この規定に基づき、どんな自然災害が起こっても機能不全に陥らず、いつまでも元気

であり続ける強靭な村を作り上げるために策定するものである。 

 

２．計画の性格 

 この計画は、強靭化に関する施策を総合的かつ計画的に進めるための指針として策定するもので

ある。 

 より詳細な事業・施策は、村総合計画と整合性を図りながら本計画に示した推進方針を踏まえ、毎

年の予算編成を通じて具体化する。 

 

３．計画期間 

 本計画が対象とする期間は令和３（2021）年度から令和７（2025）年度までの５年間とする。 
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第１章 強靭化の基本的考え方 

 

１．国土強靭化の基本理念 ～強くて、しなやかな「美しい村 ひがししらかわ」を次世代に引き継ぐために～ 

 
本村は、豊かな自然と山・川の恵みや農用地の資源を活かし、独創性のある産業を発展させ、

地域においては、人と人との結びつきにより、防災・防犯を始め、福祉、生活環境、伝統文化を

育んできた。その一方で、過去には幾多の自然災害に見舞われるも、先人たちはたゆまず治山・

治水の努力を重ね、教訓と知恵を伝承し、「美しい村 ひがししらかわ」を築き上げてきた。 

そして今日、少子高齢化が進み、集落コミュニティの崩壊が危惧される中、災害に強く、しな

やかで、活力に満ちた「美しい村 ひがししらかわ」を、次の世代へ引き継いでいくためにも、

私たちは今一度、豪雨災害や巨大地震といった「万が一」の危惧を直視し、「災害を忘れること

なく」、平時からの備えを行っていかなければならない。 
 

（これまでの成果を活かし、大規模自然災害に備えた取り組みを強化する） 

昭和 43 年 8.17 豪雨、平成 23 年 9 月台風 15 号豪雨や東日本大震災などの過去の災害の教訓

を踏まえ、これまで積み重ねてきたハード・ソフト両面からの取り組みを活かしつつ、国・県や

近隣市町等と連携し、企業、関係団体、そして村民が一体となって、頻発する豪雨災害や今にも

起こり得る巨大地震等の大規模災害に備えた事前防災・減災及び迅速な復旧・復興に向けた取り

組みの強化を図っていく必要がある。 
 
（「日本で最も美しい村 ひがししらかわ」の源である農地・山林を守る） 

本村の基盤産業構造は、地理的な特性や地域資源を活かして農林業を柱として形成してきた 

が、高齢化や人口流出により生活活動の停滞が進んでいる。今後は生産基盤の整備や販売体制

の確立を図る一方、国土保全の観点から、多面的機能を有する森林や農地が適切に保全される

ことが、集落コミュニティの活力（＝災害対応力）を高めるうえでも重要である。 

 
（地域住民の生活に欠かせない社会基盤の強靭化） 

公共交通に恵まれない本村においては、道路は地域住民の欠かせない社会基盤であり、地域が

自立活性化していくためにも必要不可欠である。また、東日本大震災での復興においても道路の

必要性は改めて認識され、近年多発する風水害や近い将来発生が予想される南海トラフ地震に

対応していくためにも災害に強い国土強靭化が必要である。 

 
（自助、共助及び公助による災害対応力の強化を図る） 

東日本大震災など過去の大規模災害では、住民同士の助け合いによって、多くの命が救われて

いる。「自らの命は自らが守る」、「自分たちの村は自分たちで守る」ことを基本に、災害に対す

る不断の備えを進めるとともに、村民、学校、企業、ボランティア等との連携を深め、公助と適

切に連携しつつ、自助・共助による村民自身及び地域の災害対応力の強化を図ることが必要であ

る。 

こうした理念のもと、強靭化の取り組みを村民一体となって進めることにより、本村の持続的

成長、地域の発展につなげていく。 
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２．基本目標 

   基本法では、その第１４条で、国土強靭化地域計画は、「国土強靭化基本計画との調和が保た

れたものでなければならない｣と規定されている。 

 これを踏まえて、東白川村国土強靭化地域計画の策定にあたっては、国土強靭化基本計画の基

本目標を踏襲し、以下の４つを目標として、強靭化を推進する。 

 

 

 

 

 

 

３．強靭化を推進する上での基本的な方針 

 基本計画における「国土強靭化を推進する上での基本的な方針」のほか、強靭化の理念を踏ま

え、以下の基本的な方針に基づき推進する。 

 

（１）本村の特性を踏まえた取組推進 

・人口の減少や過疎化の進行など、本村を取り巻く社会経済情勢を踏まえた取り組みを進める

こと。 

・平成２３年９月台風 15 号豪雨災害など過去の災害から得られた教訓を最大限に活用するこ 

と。なお、想定外の事態が発生することも常に念頭に置いて取り組みに当たること。 

・それぞれの地域が有する潜在力を最大限活用するとともに、消防団員や建設業、介護人材とい 

った地域の安全・安心を担う人材の育成・確保を平時から進めるなど、足腰の強い地域社会を 

構築する視点を持って取り組みに当たること。 

 

（２）効率的・効果的な取組推進 

・国、県、近隣市町、民間業者、住民など関係者相互の連携により取り組みを進めること。 

・「自律、分散・協調」型の国土形成に向けた取り組みを国全体で進める中で、地域間の連携、 

  広域的なネットワークの構築を重視して取り組みに当たること。 

・非常時のみならず、日常の村民生活の安全安心、産業の活性化、国際・都市間競争に資する対 

策となるよう工夫すること。その際は、現在進められている「地方創生」の取り組みとの連携 

を図ること。 

・限られた資源の中、国の施策の積極的な活用や民間投資の促進を図るとともに、強靭化に向け 

たハード整備にあたっては、将来世代に過大な負担が生じることのないよう、ライフサイクル 

コストを含め、事業の効率性確保に特に配慮すること。 

 

（３）防災教育・人材育成と官民連携の取組推進 

・強靭化の担い手は村民一人ひとりであるという視点に立ち、自らの災害リスクや防災気象情 

報、避難情報等を我が事として認識し身を守る行動につなげられるよう、学校や職場、自治

○村民の生命の保護が最大限に図られること 

○村の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること 

○村民の財産及び公共施設に係る被害の最小化 

○迅速な復旧・復興 
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会、自主防災組織等を通じた継続的な防災教育の取り組みを進めること。 

・平時における防災教育の担い手として、また、災害時における避難誘導や避難所運営支援など 

地域防災力の要として、防災リーダーや消防団員等防災人材の育成を男女共同参画の視点に

も配慮しつつ推進すること。 

・村土強靭化を実効性のあるものとするためにも、県・村のみならず企業・団体、NPO、ボラ 

ンティアなど民間事業者等との連携による取り組みを進めること。 

（参考） 国の基本計画における「国土強靭化を推進する上での基本的な方針」（要約） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）国土強靭化の取組姿勢 

 ①強靭性を損なう本質的原因を吟味した取組推進 

 ②長期視野を持った取組推進 

 ③地域間連携の強化、東京一極集中から「自律、分散・協調」型国土への転換 

  ④経済社会システムの潜在力、抵抗力、適応力の強化 

  ⑤適正な制度、規制のあり方を見据えた取組推進 

（２）適切な施策の組み合わせ 

⑥ハード・ソフト対策の適切な組み合わせ 

  ⑦国、地方公共団体、事業者、住民の連携、役割分担 

  ⑧平時の有効活用 

（３）効率的な施策の適切な組み合わせ 

  ⑨施策の重点化の推進 

  ⑩既存の社会資本の有効 

  ⑪民間資金の積極的活用 

  ⑫施設等の効率的、効果的な維持管理 

  ⑬土地の合理的利用の促進 

  ⑭研究開発の推進と成果の普及 

（４）地域の特性に応じた施策の推進 

  ⑮コミュニティ機能の向上、強靭化の担い手が活動できる環境整備 

  ⑯女性、高齢者、子ども、障がい者、外国人等への配慮 

  ⑰自然との共生、環境との調和、景観の維持への配慮 
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第２章 本村の地域特性 

１．地理的・地形的特性 

岐阜県のほぼ中央で飛騨地域（北部）と美濃地域（南部）に分かれているが、本村は美濃地域に 

属するものの、ほとんど飛騨地域に接し、さらに東へ20㎞走れば長野県境という周辺部に位置し、

その地形は御嶽山（3,067ｍ）を頂点とする山塊の中にあって、裏木曽と呼ばれる森林地形を形づ

くっている。 

御嶽をとりまく支峰小秀山（岐阜・長野県境 1,982ｍ）を源流とする流れは、中津川市から本村 

に入って白川と名を変え、下流「白川町」で飛騨川に合流し、さらに木曽川に合流して伊勢湾に注

いでいる。この白川は、その名のとおり岐阜県内でも代表的な清流であり、濃飛流紋岩でかたちづ

くられている川石の白さとあいまって「東白川村」の名の由来ともなっている。 

村域の大部分は、標高 300ｍから 1,000ｍの山地で、スギやヒノキの山林で占められている。平 

地部は、村内の中心を流れる白川とその支流の渓谷沿いに点在し、居住地及び農地として利用さ

れている。 
 

 
 

図 1 東白川村の河川 

 

 

 

 

・土石流危険渓流 80 箇所 

・土砂災害特別警戒区域の指定 130 箇所 

・急傾斜地崩壊危険区域 9箇所 

・急傾斜地崩壊危険箇所の指定 74 箇所 

・崩壊土砂流出危険地区 102 箇所 

・山腹崩壊危険地区 51 箇所 
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図 2 東白川村内土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域分布図（神土地区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
図 3 東白川村内土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域分布図（越原地区） 
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図 4 東白川村内土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域分布図（五加地区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．気候的特性 

  村の気候は、太平洋岸気候と内陸性気候の中間に属し、日較差、年較差ともにやや大きく、特に 

冬期の寒気は厳しい。 

 また、降雨は夏期に集中しており、梅雨時や台風の 6 月から 9 月にかけて集中豪雨となる時も 

あるが、一方冬期の降雪は少なく、積雪が持続することはまれである。 

   
図 5 東白川村における降水量及び気温の平均値（村気象ロボット平観測地統計資料より作成） 
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３．社会経済的特性 

 （１）人口 

  本村の人口は 2,177 人、世帯数は 814 戸（令和 2 年 4 月 1 日現在）であり、男女別内訳は、男

性 1,035 人、女性 1,142 人である。なお、外国人の在住は、19 人である。 

  国勢調査による人口の推移についてみると、平成 12 年（2000 年）には、2,980 人であったが、

平成 27 年（2015 年）には 2,261 人で減少傾向となっている。 

  一方、災害時に支援を要する高齢者が増加し、また、障がいのある方は、若干減少するものの人

口減少に伴い人口比率が上昇していく見込みであり、災害時の支援も大きな課題となっている。 
 

図 6 東白川村の人口推移（住民基本台帳より） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 7 東白川村の要介護認定者数の見通し 

 

 
 

 

 

 

35 39 41 43 52 56 67 59 58
72 66 69 70 71 71 70 71

21
31 32 32

45 40
34

28 35
35

29 28 27 29 31 32 34

25

30 26
35

36 31 32
37 36

30
26 28 27 31 33 34 36

18

11 15
14

11 20
22

21
24

23

17 19 19
23 24 26 26

15
15

22
24

26 18
25

24
34 20

24 24 25
27 29 30 30

8
12

8

23

18 18
14

17

17
16

11 11 12
12

14 16 16

0

50

100

150

200

250

Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

要支援等 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

推計 実績 

1,154 1,119 1,112 1,069 1,046 
1,028 1,008 988 969 

950 937 

1,257 1,235 1,205 1,174 1,150 1,132 1,112 1,092 1,071 
1,050 1,036 

2,411 2,354 2,317 2,243 2,196 2,160 2,120 2,080 2,040 2,000 1,973 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07

（人）

（年度）男 女 人口（計）

推計 実績 



9 
 

図 8 東白川村の障がい者数の推移 

 

 
 

（地域の安全・安心を担う人材） 

消防団は地域防災の中心的な存在として、その業務を円滑に遂行するための必要な体制を整

えることが期待されているが、過疎化・少子化により団員確保が困難な状況にあり、条例定数を

大幅に下回る状況が続いている。 

このため、平成 27 年度に消防団の体制に関する検討がなされ、定年制の廃止とともに、機能
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 （２）経済活動 

平成 27 年における産業別人口についてみると、第三次産業に従事している人が 563 人で最

も多く、以下、第二次産業の 459 人、第一次産業の 224 人となっている。 

昭和 55 年からの推移についてみると、第一次産業、第二次産業、第三次産業全てにおいて減

少傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 10 東白川村の産業別就業者数の推移 
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第３章 計画策定に際して想定するリスク 

 本計画においては、本村において最も発生する頻度の高い災害類型である風水害や、ひとたび発

生すれば甚大な被害が生じる巨大地震の大規模自然災害を対象とする。 

 なお、特に本村に影響が大きいと想定される災害の代表例は以下のとおりである。 

 （地震）  ①南海トラフ巨大地震    

       ②阿寺断層帯地震 

        【被害履歴】不明 

 （風水害） ③集中豪雨による土砂災害 

        昭和 43 年 8 月 17 日豪雨  

【被害履歴】死者 1 名 負傷者 1 名 全壊 5 戸 半壊 5 戸 床上浸水 16 戸 

      床下浸水 120 戸 

平成 22 年 7 月 15 日豪雨 

【被害履歴】死者・負傷者なし 神土親田・越原地区中心に土砂崩れが発生 

平成 23 年 9 月 20 日～21 日 台風 15 号豪雨 

【被害履歴】負傷者 1 名 床下浸水 22 戸 

 ■南海トラフ地震等の被害想定 

 ※被害数は、想定される最悪の数値を抽出 

 【参照 平成 23～24 年度岐阜県南海トラフの巨大地震等被害想定調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
建物被害（棟） 人的被害（人） 避難者 

（人） 全壊 半壊 死者 負傷者 

南海トラフ地震（Ｍ9.0、最大震度６弱） 11 100 0 17 57 

阿寺断層帯地震（Ｍ7.9、最大震度６強） 228 555 15 141 464 

※岐阜県の活断層図は、第四期岐阜県地震防災行動計画より転載した。 
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【主な本村の被害履歴】 
昭和 43 年 8.17 豪雨 

平成 22 年 7.15 豪雨 

平成 23 年 9.20～21 台風 15 号豪雨 
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第４章 脆弱性評価 

１．脆弱性評価の考え方 

  「強靭」とは「強くてしなやか」という意味であり、国土強靭化とは、私たちの国土や経済、暮

らしが、災害や事故などにより致命的な障害を受けない強さと、速やかに回復するしなやかさを

持つことである。 

  国の基本計画では、「強靭性」の反対語である「脆弱性」を分析・評価し、脆弱性を克服するた

めの課題とリスクに対して、強く、しなやかに対応するための方策を検討している。 

  本計画策定に際しても、国が実施した手法を踏まえ、以下の枠組み及び手順により、脆弱性の評

価を行い、対応方策を検討する。 

 

 

 

 

 

 

２．「起きてはならない最悪の事態」の設定 

  国の基本計画では、基本法第 17 条第 3 項の規定に基づき、起きてはならない最悪の事態を想定

したうえで脆弱性評価を実施している。 

  具体的には、８つの「事前に備えるべき目標」と 45 の「起きてはならない最悪の事態」を設定 

し、分析・評価を行っている。 

  本計画では、これを参考に、先に述べた想定するリスクや県の地域計画との整合、本村の地域特 

性を踏まえそれぞれ追加・統合を行い、２１の「起きてはならない最悪の事態」を設定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

想定する 

リスクの設定 

リスクシナリオ 

「起きてはならい

最悪の事態」の設

定 

【脆弱性評価】 

最悪の事態を回避す

るための施策の現状

と課題を分析・評価 

対応方針の検討 
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「事前に備えるべき目標」と「起きてはならない最悪の事態」 

事前に備えるべき目標 起きてはならない最悪の事態 

1 大規模自然災害が発生したと
きでも人命の保護が最大限
図られる 

1-1 
巨大地震による住宅・建築物の倒壊や大規模火災に伴う甚大な人的
被害の発生 

1-2 集中豪雨による大規模土砂災害に伴う人的被害の発生 

1-3 情報伝達の不備等による避難行動の遅れ等に伴う被害の拡大 

2 大規模自然災害発生直後から
救助・救急、医療活動等が迅
速に行われる 

2-1 被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期停止 

2-2 多数かつ長期にわたる孤立集落の同時発生 

2-3 警察、消防等の被災等による救助・救急活動の遅れ及び重大な不足 

2-4 医療・福祉施設及び関係者の絶対的不足・被災 

3 大規模自然災害発生直後から

必要不可欠な行政機能は確

保する 

3-1 村職員・施設等の被災による行政機能の大幅な低下 

4 大規模自然災害発生直後から
必要不可欠な情報通信網は
確保する 

4-1 
情報通信網（CATV 等）の長期停止による災害情報が伝達できない事

態 

5 大規模自然災害発生後であっ
ても、生活・経済活動を機能
不全に陥らせない 

5-1 サプライチェーンの寸断等による経済活動の麻痺 

5-2 
幹線が分断する等、基幹的交通ネットワークの長期間にわたる機能

停止 

5-3 食料や物資の供給の途絶 

6 大規模自然災害発生後であっ
ても、生活・経済活動に必要
最低限の電気・ガス・上下水
道、燃料、交通ネットワーク
等を確保するとともに、これ
らの早期復旧を図る 

6-1 
ライフライン（電気・ガス、上下水道等）の長期間にわたる機能停

止 

6-2 地域交通ネットワークの分断 

6-3 
水源地の土砂崩壊や異常渇水等による用水の供給の長期間にわた

る途絶 

7 制御不能な二次災害を発生さ

せない 

7-1 密集地での大規模火災発生 

7-2 貯水池、防災施設等の損壊・機能不全による二次災害の発生 

7-3 農地・森林等の荒廃による被害の拡大 

8 大規模自然災害発生後であっ
ても、地域社会・経済が迅速
に再建・回復できる条件を整
備する 

8-1 災害廃棄物の処理の停滞等による復旧・復興の大幅な遅れ 

8-2 人材等の不足による復旧・復興の大幅な遅れ 

8-3 幹線道路損壊や広域的土砂崩壊等による復旧・復興の大幅な遅れ 
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３．「起きてはならない最悪の事態」を回避するための施策の分析・評価 

  ２．の「起きてはならない最悪の事態」ごとに、関連する現在の施策を洗い出し、取組状況を整

理の上、各施策の強み、弱みを分析・評価した。 

  その上で、横断的分野の視点で分析・評価するため、改めて以下の施策分野ごとに脆弱性評価を

行い、施策分野の間で連携して取組むべき施策の確認などを行った。 

  

 （個別施策分野） 

施策分野 主に関係する担当課等 

（１）行政機能     ～公助の強化～ 総務課・村民課 

（２）交通・物流    ～交通ネットワークの強化～ 総務課・産業振興課・保健福祉課 

（３）国土保全     ～河川・砂防・治山対策～ 産業振興課・建設環境課 

（４）農林水産     ～災害に強い農地・森林づくり～ 産業振興課・建設環境課 

（５）住宅・土地利用  ～災害に強いまちづくり～ 総務課・地域振興課・建設環境課 

（６）保健・医療・福祉 ～医療救護体制確保及び要配慮者への支援～ 保健福祉課・国保診療所 

（７）産業       ～サプライチェーンの確保、風評被害防止対策～ 地域振興課 

（８）ライフライン・情報通信  ～生活基盤の維持～ 総務課・地域振興課・建設環境課 

（９）環境       ～廃棄物及び有害物質対策～ 建設環境課 

（横断的分野） 

評価結果は別紙１．２のとおりである 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１０）リスクコミュニケーション／防災教育・人材育成     ～自助・共助の底上げ～ 

（１１）官民連携                       ～民間リソースを活かした対応力強化～ 

（１２）メンテナンス・老朽化対策               ～社会インフラの長寿命化～ 
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第５章 強靭化の推進方法 

１．推進方針の整理 

  脆弱性評価結果に基づき、各々の「起きてはならない最悪の事態」及び脆弱性の分析・評価を行

うに当たり設定した以下の１２の施策分野について、今後必要となる施策を検討し、推進方針（施

策の策定に係る基本的な指針）として整理した。 

  

（個別施策分野） 

（１）行政機能           ～公助の強化～ 

（２）交通・物流          ～交通ネットワークの強化～ 

（３）国土保全           ～河川・砂防・治山対策～ 

（４）農林水産           ～災害に強い農地・森林づくり～ 

（５）住宅・土地利用        ～災害に強いまちづくり～ 

（６）保健・医療・福祉       ～医療救護体制確保及び要配慮者への支援～ 

（７）産業             ～サプライチェーンの確保、風評被害防止対策～ 

（８）ライフライン・情報通信    ～生活基盤の維持～ 

（９）環境             ～廃棄物及び有害物質対策～ 

 

（横断的分野） 

 

２．施策分野ごとの強靭化の推進方法 

  推進方針は、８つの目標に照らして必要な対応を１２の施策分野ごとにとりまとめたものであ

り、それぞれの分野間には相互に関連する事項があるため、施策の推進にあたっては、適切な役割

分担や必要な調整を図るなど、施策の実効性・効率性が確保されるように十分に配慮する。 

  また、施策の推進にあたっては、県と連携しながら、中・長期的に村国土強靭化に資する対策を

推進していく。 

 

３．施策目標とする指標の設定 

  １２の施策分野ごとの推進方針に、施策目標とする重要業績指標（KPI）を設定する。 

  重要業績指標の目標値の設定にあたっては、村第５次総合計画と整合を図り政策の方向性を取 

りまとめた。 

  なお、重要業績指標（KPI）は、施策の進捗状況を踏まえ、適宜見直しを行う。 

 

 

 

 

（１０）リスクコミュニケーション／防災教育・人材育成     ～自助・共助の底上げ～ 

（１１）官民連携                       ～民間リソースを活かした対応力強化～ 

（１２）メンテナンス・老朽化対策               ～社会インフラの長寿命化～ 

ＫＰＩについて 

Key Performance Indicator の略、推進方針ごとの進捗状況を検証するために設定する指標 
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  １２の施策分野ごとの指針方針及び重要業績指標（KPI）を以下に示す（「起きてはならない最

悪の事態」ごとの指針方針は別紙３のとおり）。 

 

（１）行政機能 ～公助の強化～ 
 

【庁舎等の防災拠点機能の確保】 

  ・防災拠点である本庁舎そのものが被災する可能性や、周辺インフラの被災によって機能不全が

発生する可能性があるため、災害時優先実務が持続できるよう、必要な施設・設備の更新と将来

の庁舎老朽化対策を検討する。 

  ・本庁舎が被災し機能不全となった場合の代替拠点に対し、必要な資機材等を整備し、バックア

ップ機能の強化を図る。 

 

【村所有建築物の耐震化】 

・村所有の多くは、災害時の指定避難所として活用されることから耐震面に懸念のある建物につ 

 いては、村総合計画及び東白川村公共施設等総合管理計画に基づき耐震化を行う。 

 

 【避難施設の確保】 

 ・災害に備え、指定緊急避難所 34 施設を指定している。引き続き、適切な維持管理に努め、老朽  

  化等に伴い統廃合される施設の代替施設として民間施設の利用について検討していく。 

・主に神土地区住民の指定避難所として役割を担っている東白川中学校体育館は老朽化している

ため、大規模改修を行うとともに、併せて防災機能の向上を図る。 

 

 【避難所機能の整備】 

 ・東日本大震災を機に各集落に備蓄倉庫を設置し、計画的に備蓄品を整備してきた。引続き備蓄倉

庫の拡充、備蓄品及び設備等の適切な管理と更新に努める。 

 ・避難所生活が少しでも快適に過ごせるよう、トイレの水洗化、バリアフリー化等を計画的に整備 

する。 

 

【避難所の感染症対策】 

  ・避難所における感染症対策として、感染症対策に必要な物資・資材を計画的に整備する。 

  ・災害や被災者の状況によっては、指定避難所以外の避難所開設や親戚や友人の家等への避難な

ど事前に対応を検討する。 

 

【業務の継続体制の強化（BCP）】 

・災害時に備え、非常時優先業務の選定、職員の参集体制等について、周知徹底や訓練を行うとと

もに、常に最新の状況に反映した計画となるよう点検を実施する。 

・職員やその家族が被災することにより登庁できない事態を回避するため、研修等により職員の

防災意識を高め、自助実践率を高める。 
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・職員用食料、飲料水、庁舎用非常電源等は確保しているが、充足数には達していないので、必要

な物資の備蓄を推進し、非常時優先業務の環境を確保する。 

 

【授援体制の整備】 

・災害相互応援協定により、他自治体等からの応援を受けられることとなっていることから、早急

に東白川村災害時受援計画を作成し、円滑な受入体制を構築する。 

 

【ライフライン事業者との協力連携の強化】 

・ライフライン事業者の復旧拠点地の利用に関する協定を締結するなど、ライフラインの復旧へ

の協力体制を推進する。 

・平常時からの情報交換を行うとともに、平時からの連携を密にし、総合防災訓練へ関係事業者に

参加いただくなど、引き続き連携の強化に努める。 

 

【道路等の復旧に係る協定締結】 

・関係団体による被害調査や応急復旧活動の協力について、協定を締結するなど、ライフラインの

復旧への協力体制を推進する。 

・平常時からの情報交換を行うとともに、平時からの連携を密にし、総合防災訓練へ関係事業者に

参加いただくなど、引き続き連携の強化に努める。 

 

【切れ目のない被災者生活再建支援】 

・各種支援施策、支援窓口（民間ボランティアやＮＰＯ法人等を含む。）、具体的な手続き方法、留

意点などを盛り込んだ「生活支援制度ガイドブック」（仮称）の作成やワンストップ窓口の設置

などにより、被災者が被災直後から生活再建に至るまでの各フェーズに応じた切れ目のない支

援が受けられる取り組みを促進する。 

 

 【消防・防災力の強化】 

 ・大規模地震が発生した場合の火災に備え、防火水槽の耐震化や水利確保するために必要な誘導 

路の整備を計画的に推進する。 

 ・少子化・過疎化の地域では、個人の事情に関係なく消防団員のなり手が少なく、団員確保が困難 

  であるため、団員活動のあり方について検討する一方、「自らの地域は自ら守る」という郷土愛

の精神に基づき団員確保に引き続き努める。 

 ・防災意識向上を図るため、総合防災訓練、防災士取得助成事業を継続していく。 

 ・現在の災害協力締結を引続き維持するとともに、県外を含む他市町村や民間企業と新たな協定

を構築していく。 

 ・応援協定に基づく連携体制が円滑に実施できるように、平素からの締結自治体間での定期的な 

会合等を開催し、首長を始め職員同士連絡し合える関係づくりに努める。 

 ・大規模災害が発生した際のボランティア活動に対し、初期対応が遅れることのないよう、東白川 

村社会福祉協議会などの関係機関と密に連携し、計画的に「災害ボランティアセンター」の設置
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訓練を実施する。 

 

【救命救急体制の充実】 

  ・多数の重症者が発生した場合、救急車が確保できず救急活動が遅れるおそれがある。確保でき

ない場合は、消防団や自主防災会等の協力により搬送する必要があることから、各種団体等へ

の救命講習の実施を推進する。 

 

【放送ネットワークの整備】 

  ・平成 17 年に農村振興地域情報基盤整備事業で整備したＨＦＣケーブルネットワークを令和元 

年度にＦＴＴＨ化に整備し、災害時等の確実かつ安定的な情報伝達の確保を図ったところであ

るが、今後も災害時に確実に機能するよう、雷・台風対策など適切な維持管理を推進する。 

 

【情報伝達ツールの多重化】 

・避難勧告や南海トラフ地震臨時情報等の緊急情報を迅速かつ確実に伝達するため、ＣＡＴＶ 

端末放送や、すぐメールを導入し、発信の迅速化に努めているが、さらに多様なツールを確保す

るため、スマートフォンを利用した防災対策アプリの導入など一層の充実や迅速化を図る。 

 

（２）交通・物流 ～交通ネットワークの強化～ 

 

 【道路ネットワークの整備】 

 ・大規模災害後も生命に関わる物資の供給や救援活動に支障が生じないよう、最低限、緊急車両が 

  通行できる機能を確保する必要がある。そのためには、防災安全交付金、道路メンテナンス事業

による橋梁の耐震化等の道路施設長寿命化や崩落決壊防止等を推進していく。 

 

【道路情報の収集・提供】 

 ・大規模災害時、迅速な復旧や物資輸送等の混乱を回避するため、道路情報の収集及び情報提供シ 

ステムの構築を検討する。 

 

【孤立・雪害・凍結対策】 

・本村の９割を山地が占める村の地形的特性上、孤立予想集落が存在しており、大規模災害等に 

より集落の孤立が多発した場合には、長期間にわたり孤立状態が続くことが懸念されるため、

道路整備等による孤立集落対策を実施する。また、耕作放棄地となった農地等を災害時の活動

拠点として、ヘリコプター臨時離着陸場の整備を検討する。 

  ・集落が孤立しても自立的な生活が継続できるよう、飲料水、食料、生活用品等の個人での備蓄 

（推奨１週間程度）の充実を促進する。 

・孤立集落に支援を行う上で通信の確保は不可欠であることから、固定電話、携帯電話共に使 

用できない場合の衛星電話などの通信手段や非常用電源の確保を促進する。 

  ・本村全域で積雪や凍結による通行支障が生じることから、早期に通行の確保をするために、除 
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雪委託業者との連携強化を図るとともに、凍結防止剤が不足にならないよう必要数の確保に努 

める。 

 ・道路凍結解消対策として、日照支障木の伐採事業を継続して実施していく。 

 

（３）国土保全 ～河川・砂防・治山対策～ 

 

 【急傾斜地の崩壊対策】 

  ・村内には、9箇所の急傾斜地崩壊危険区域があり、未だ着手できない箇所が数多くある。住宅 

密集地、避難所、要配慮者利用施設を優先的に県と連携し、防災・安全交付金活用事業（急傾斜 

地崩壊対策事業）を進めていく。 

 ・道路法面の落石・崩壊による被害の発生を防ぐため、法面対策工事を計画的に進めていく。 

 

 【狭あい道路の拡幅】 

 ・狭あい道路は、消火・救急活動や災害時の避難の妨げになることから、地権者の承諾を前提に 

    防災安全交付金 住環境整備事業（狭あい道路整備事業）にとり、道路拡幅工事を推進してい 

く。 

 

 【地籍調査の推進】 

 ・土地の境界確認が円滑に行われることが、迅速な復旧・復興に繋がるため、社会資本整備総合交 

付金（防災安全交付金）や地籍調査費（負担金）等を活用し、地籍調査事業を引き続き推進して

いく。 

 

【治山対策】 

 ・山地における自然災害を最小限に防止するため、山地災害が危惧されている箇所については、早

期着工に向けて県へ要望活動を引き続き行い、事業の推進に当たっては村が協力をする。 

 

【河川・水路施設等の整備】 

  ・ゲリラ豪雨・台風の大型化により、水害が頻発化・激甚化してきており、さらに、地球温暖化に 

伴い災害リスクが高まることが予想される。そのため、ハード・ソフト対策の両面で地域の特性

を踏まえた防災・減災対策を推進していく。 

  ・土石流特別警戒区域で避難所、要配慮者施設がある河川については、県と連携し防災安全交付

金砂防事業等を推進していく。 

   

【河川・水路施設等の維持管理対策】 

  ・村が管理する河川構造物等について、制御不能な二次災害を発生させないために適切な維持管 

理を行う。 
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（４）農林水産 ～災害に強い農地・森林づくり～ 

 

 【農地の有効活用】 

 ・農地は、延焼防止や緊急時の退避場所、復旧資材の仮置場等の機能が果たし得るため、それらの

機能が発揮されるよう管理に努める。 

 

 【農地・農業水利施設等の適切な管理】 

・安定した食糧供給と国土保全機能を維持するため、中山間地域農業農村合整備事業を推進し、

老朽化した施設の修繕に努める。 

 ・農地・農業施設の維持管理について、地元の管理組織の体制整備を支援する。 

 

【農業用ため池の防災対策】 

  ・生命、財産に影響を与えるおそれがある農業用ため池については、点検・調査を実施し、計画的

な整備等を進め、対策を必要とするため池については、ハード対策を順次進める。また、危険箇

所周知のため、ため池ハザードマップを作成し、住民の一層の周知に努める。 

 

 【災害に強い森林づくり】 

 ・豪雨による山地災害等を防止するため、森林の多面的機能の持続的な発揮に向け、引き続き人工 

林の針広混交林化や、間伐等の森林整備を計画的に推進する。 

 ・適切に管理が行われていない森林については、森林環境譲与税の導入とあわせて施行された森  

    林経営管理制度を活用し、村主体の森林整備を促進する。 

 ・１００年の森林づくり構想事業の施策を進め、適地植林の森林整備事業を図る。 

 ・林業・製材業・建築業担い手育成事業による林業の担い手・育成を推進する。 

 

【農林道の整備】 

・地域交通ネットワークの強化及び孤立集落発生防止のため、計画的に農林道の整備・修繕及び 

橋梁の耐震対策を推進する。 

  ・基幹農道は、農山漁村地域整備交付金（農業農村基盤整備）により、農道整備、橋梁耐震化に努

める。 

 

【鳥獣被害防止対策の推進】 

  ・農林従事者や狩猟免許保持者の減少により、野生鳥獣を適切に管理する機能が低下しており、

鳥獣による農林業被害の拡大と鳥獣被害による耕作放棄地の拡大が生じていることから、農地

や森林の多目的機能の低下を防ぐため、東白川村鳥獣被害防止計画を基に鳥獣被害防止対策事

業交付金等を活用し、鳥獣の進入防止や捕獲による個体数の調整等、ソフト・ハード両面にわた

る総合的な対策を推進する。 

  ・有害鳥獣捕獲隊の担い手の高齢化及び後継者不足解消のため、新たな担い手の育成及び地域で

の捕獲の支援を推進する。 
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【都市との交流促進】 

 ・地域資源（農地、山林、イベント等）を活用した都市との交流を通して、多様な人材の移住・定

住を促進する。 

 

（５）住宅・土地利用 ～災害に強いまちづくり～ 

 

 【民間住宅の耐震調査及び耐震化の促進】 

  ・公共建築物と比較すると耐震化が進んでいない状況であることから、イベントや広報誌等によ 

る耐震化の重要性、必要性についての普及啓発を行う。 

  ・また、耐震診断や耐震補強補助については、現行補助制度の見直しを含め一層推進し、旧基準建

築物の耐震改修工事、建替えの促進を図る。 

 

【空き家対策】 

 ・村内には 150 軒近くの空き家があり、その多くは大規模災害発生時に倒壊するおそれがあり、 

    道路の閉塞や火災の要因となることから、日頃から所有者と連絡を取りあい、空き家バンクの 

    登録、空き家対策総合支援事業や村の補助を活用した空き家の活用、危険家屋の解体など総合 

的な空き家対策を積極的に講じていく必要がある。 

 

【ブロック塀の除去推進】 

  ・本村が実施した調査では、現行基準に適合しないブロック塀は存在していないが、今後は定期

的に安全点検を実施するとともに、現行基準に適合しないブロック塀の除去・改修に対する村

の補助制度を創設し、ブロック塀の除去等の推進に努める。 

 

【給水体制の構築】 

  ・渇水対策として、既存の資機材の活用を図るほか、大規模地震や長時間停電対策に備え給水袋

の各戸配布や給水車の整備を検討する。 

 

 【休耕地等の有効利用（避難所、ヘリ臨時離着陸場）】 

 ・農業者の高齢化等により耕作放棄地となった農地を広域避難所やヘリコプター緊急離着陸場等 

の災害時の活動拠点として、有効利用方法を検討する。 

 

 

 

 

 

 



23 
 

（６）保健・医療・福祉 ～医療救護体制確保及び要配慮者への支援～ 

 

【医療救護体制の充実】 

 ・大規模災害時における医療・救護活動は、岐阜県地震災害等医療救護計画により実施し、今後も

加茂医師会、加茂歯科医師会等との連携強化などにより、災害時の医療救護体制の充実を図る。 

 

 【医療・介護人材の確保及び人材育成】 

 ・災害時の医療、救助活動における医療班は、国保診療所医療スタッフをもって編成されることか

ら、計画的な医療人材の確保と県・医師会等と連携を図り人材育成に努める。 

 

 【通院支援バスのシステム化】 

 ・高齢者、障がい者等に対して実施している通院・買い物支援バスが災害時における避難支援バス 

として活用できるよう担当部局と連携し、システム化を図る。 

 

 【福祉施設（民間含む）の耐震化】 

 ・民間を含む社会福祉施設に対して、あらゆる機会を活用して耐震化を促し耐震化率の向上を図 

る。 

 

 【感染予防対策】 

 ・衛生環境の悪化による感染症等の発生及び拡大防止のため、マスク、消毒液等の備蓄や配布体制

の強化について、関係機関と検討する。 

・予防接種により罹患を抑制できる感染症については、予防接種率向上を図るため、CATV や健

康教室等を活用し、医師や保健師により接種を呼びかける。 

 ・新型インフルエンザ等対策特別措置法に該当する新型ウイルス等による感染拡大防止対策のた

め、県・医療機関等と連携を強化しながら、対応マニュアルの策定や各部局間で情報の共有化を

図り、また、定期的な研修を実施する。 

  

（７）産業 ～サプライチェーンの確保、風評被害防止対策～ 

 

【ＢＣＰ（事業継続計画）等の策定支援】 

・村内企業のＢＣＰ策定支援や中小企業が策定する「事業継続力強化計画」の策定支援を行い、企 

業等の災害への対策強化を推進する。 

 ・企業内へのＢＣＰ定着を推進するため、ＢＣＰ策定後の事業者を対象とした運用後のフォロー

アップを行う。 

  

【建設業ＢＣＭの普及・策定支援】 

  ・地域の復旧・復興において重要な役割を果たす建設業の事業継続力向上を図るため、村と災害

応援協定を締結する建設業者等が取り組むＢＣＭ（事業継続マネジメント）を認定する制度の
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普及、策定に向けた支援を実施する。 

   

【観光地等の風評被害防止対策の推進】 

  ・大規模災害発生時には、被災していない地域まで被災しているとの風評被害が発生する場合が 

あることから、国内外に正確な情報を発信するとともに、タイミングを見極めながらプロモー

ション支援等の適切な対応を実施する。 

 

（８）ライフライン・情報通信 ～生活基盤の維持～ 
 

【総合的な大規模停電対策の推進】 

  ・暴風、豪雪に伴う停電発生を未然に防止するため、村、電気事業者及び県関係部署が連携して事

業計画を作成し、危険樹木の事前伐採を効果的かつ効率的に推進する。 

  ・村（避難所を含む）、医療機関や社会福祉施設等が備蓄・保有する非常用発電機の数量、規格、

燃料補給体制などについて総点検を行うとともに、電源車や非常用発電機の配備、燃料の供給

に関する電気事業者、災害時協定締結団体等との連携を強化し、停電が長期化した際にも代替

的な電源が迅速かつ円滑に確保される仕組みを整備する。 

  ・平時から電気事業者とのホットラインなど「顔の見える」関係を構築するとともに、停電発生に 

備えた村災害対策本部への情報連絡員の派遣、早期復旧を図るための被害状況、道路啓開等に

関する情報や復旧計画の共有及び連携方策、電源車の配備等について、電気事業者との協定締

結により連携・協力体制を強化する。 

  ・停電時の住民の不安や混乱を軽減するため、村は電気事業者、県と相互に連携して多用な情報 

伝達手段を活用してきめ細やかな情報発信を行う。 

  ・強風、大雪等による停電及びこれらに起因する被害を抑制するため、電線周辺の倒木のおそれ

がある立木の伐採を令和元年度から県及び電力会社の補助を受け、ライフライン保全対策事業

として実施しているが、事業期間終了後においても引き続き実施できるよう検討する。 

 

【上下水道施設の耐震・老朽化対策の推進】 

  ・村の公共施設等総合管理計画における将来の見通しとして、簡易水道が令和 14 年度、下水道が 

令和 30 年度より更新を計画しているが、更新時期の法定点検に加え、必要に応じて任意の点検

を行い、施設設備の劣化状況、安全性等を把握し、その診断結果をもとに、総合計画との整合性

を図りながら効率的に推進する。 

 

【合併浄化槽への転換推進】 

  ・老朽化した単独処理浄化槽から合併浄化槽への転換を循環型社会形成推進交付金（浄化槽分）

により引き続き促進する。 

   

【分散型電源としての再生可能エネルギーの活用】 

  ・木質バイオマス発電や小水力発電施設など、地域資源を活用した再生可能エネルギー等の自立・
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分散型エネルギーの創出と活用の取り組みを検討する。 

   

 【道路啓開の迅速な実施】 

   ・緊急輸送道路や孤立のおそれのある集落に通じる道路沿いの民有樹木の伐採を引き続き推進す 

るとともに、道路啓開計画を作成し、対応が確実かつ迅速に実施できるよう、関係機関と連携し

た訓練を実施する。 

 

 

【電気事業者の災害対応力強化】 

  ・電力の長期供給停止を発生させないため、電気設備の自然災害に対する耐性評価の結果に基づ 

き、電力ネットワーク（発変電所、送配電設備）の災害対応力強化及び復旧の迅速化を図るとと

もに、他電気事業者からの応援要員を含めた人員確保、ドローンを活用した迅速な被災状況の

把握など、早期復旧のための体制を強化する。 

 

【情報通信事業者の災害対応力強化】 

  ・災害時に備え、避難施設等帰宅困難者の一時避難場所等における早期通信手段の確保のための 

特設公衆電話の事前設置を県と調整・連携の上、計画的に推進する。 

  ・災害時の通信途絶を迅速に復旧するため、情報通信事業者等と平時から「顔の見える」関係を構 

築し、被災状況、道路啓開等に関する情報や復旧計画を共有するなど、県や関係機関との連携体

制の強化を図る。 

 

【ガス事業者の災害対応力強化】 

  ・災害時にガス供給を迅速に復旧するため、ＬＰガス供給事業者、配管設備事業者等と平時から

「顔の見える」関係を構築し、被災状況、道路啓開等に関する情報や復旧計画を共有するなど、県   

や関係機関との連携体制の強化を図る。 

 

【災害用バルク供給システムの導入】 

  ・熱源確保のため、医療・救護や避難場所となる国保診療所及び附属老人保健施設の建設にあわ 

せて、ＬＰガスバルク供給システムを導入したが、引き続き導入施設の拡大を図る。 

 

（９）環境 ～廃棄物及び有害物質対策～ 
 

【災害廃棄物対策の推進】 

  ・災害廃棄物の迅速な処理を行うため、災害発生直後の速やかな仮置場の設営及び管理、県との 

連絡調整など、災害を想定した演習及び研修会に積極的に参加することで、災害廃棄物処理計

画の実効性を確保し、災害廃棄物の処理体制の強化を図る。 
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【有害物質対策の検討】 

  ・アスベストや化学物資等の有害物質の飛散・流出対策については、大規模災害発生時に迅速な

対応をするための課題を整理・検討する。 

 

【河川に流出したごみ等の撤去】 

  ・河積を阻害している立木・河道内樹木の撤去等、災害の発生防止を図る取り組みにあわせて、災

害発生時に流出したごみを適正に撤去・処分するなどにより河川環境の保全を図る。 

  

（10）リスクコミュニケーション／防災教育・人材育成 ～自助・共助の底上げ～ 

 

【防災教育の推進】 

  ・自助と共助の底上げを図るため、過去の災害を知る、ハザードマップを確認する、地域の防災訓

練に参加する、防災キャンプを行うなど具体的な目標を折り込んだ新たな行動計画を定めた「災

害から命を守る岐阜県民運動」を子どもから高齢者まで全ての世代を対象として展開する。ま

た、運動の参加を促すため、家庭、自主防災組織など地域、学校、企業等と連携し推進を図る。 

  ・平成 30 年度に公表された内陸直下型地震に係る震度分布解析・被害想定調査を踏まえ事前の備 

え等について周知を図るため、村民向けに分かりやすい啓発資料を作成するとともに、地震ハ

ザードマップを作成する。 

・「自らの命は自らが守る」という自助の意識を醸成するため、保育園、小中学校において、毎年、 

避難訓練とあわせ災害リスクや災害時にとるべき避難行動の理解促進等を図る防災教育を実

施する。 

   ・防災教育を学校の実情に応じた実効性のあるものとするため、各学校の課題に応じた専門家・

関係機関による指導を行うとともに、教職員を対象とした研修講座等、防災に関する研修の充

実を図る。 

 

【適切な避難行動の周知啓発】 

・浸水が始まった段階での避難場所への移動、いわゆる「水平避難」は、水路の落下等様々な危険 

を伴うため、ハザードマップ等を活用し、水害リスクと併せて「垂直避難」「屋内避難」など状 

況に応じた適切な避難行動を行う必要性について、周知を進める。 

・土砂災害は、特別警戒区域では一般住宅が土砂によって損壊するおそれがあるなど、早期の立

退き避難が求められることから、ハザードマップ等を活用し、土砂災害警戒区域の箇所と併せ

て、適切な避難行動について、周知啓発を進める。 

 

【住民主体での避難対策の強化】 

  ・風水害に備え、住民一人ひとりが自らの災害リスクを我が事として捉え、あらかじめ避難のタ

イミングと手順を定める「災害・避難カード」を作成する取り組みを推進し、住民主体での適

時・適切な避難行動につなげる。 

  ・南海トラフ地震臨時情報について村民への周知を図り認知度を高めるとともに、同情報が発表
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された際に適切な対応がとれるよう普及啓発を行う。あわせて、臨時情報（巨大地震警戒）の発

表に備え、土砂災害特別警戒区域など事前に避難が必要な地域に居住する住民等を対象にとる

べき行動の理解を深める。 

 

【要配慮者支援の推進】 

  ・一人暮らしの高齢者や障がい者など避難行動要支援者の逃げ遅れを防ぐため、要支援者名簿を

警察や消防機関等へ事前に提供する取り組みに加え、自主防災会や社会福祉協議会、民生委員、

ケアマネジャー等と連携した取り組みを行う。 

  ・平成２９年の水防法及び土砂災害防止法の改正により要配慮者利用施設に義務付けられた避難

確保計画の作成及び避難訓練の実施を支援する。 

 

【防災人材の育成】 

  ・「清流の国ぎふ防災・減災センター」等で開催される防災リーダー育成に対する支援を引き続き

行い、育成した人材が自主防災組織等と連携を深めそれぞれの地域で活躍できる機会の創出を

促進する。 

 

【家具固定の推進】 

  ・過去の地震災害における死傷者のうち、家具類の転倒・落下・移動による割合が高いことから、

家具固定の必要性を総合防災訓練や防災教育などを活用し、あらゆる世代に普及させる。また、

取り付けができない高齢者等向けに、消防団員による固定器具の取り付け支援を進める。 

 

 【個人備蓄の推進】 

   ・大規模災害発生後には、物資供給の停滞により、必要な食料等の入手が困難となる可能性があ

るため、家庭等における最低 3 日・推奨一週間分の備蓄促進に向けた啓発を行う。 

 

【コミュニティ活動の担い手育成】 

  ・災害時に｢共助｣の力を発揮するためにも、平時からのコミュニティ活力維持を図る必要がある

ことから、県と連携し、地域ごとの状況や地域の抱える課題に即した講座を実施し、地域づくり

活動を実践できる人材を養成する。 

  ・地域のコミュニティとして様々な活動と地域活動を組み合わせること等により、災害による被

害を予防し、軽減するための自主防災組織の育成・活動を促進する。 

 

【建設業の担い手育成・確保】 

  ・地域の復旧・復興の中心となる建設業を担う人材の育成・確保を図るため、施工時期の平準化、

週休２日制の導入や現場環境の改善等を進めるほか、県と連携し、ＩＣＴの活用による生産性

向上等により魅力ある労働環境を整備し、あわせて技術力・生産性向上を目的とした研修、現場

見学会など担い手確保につながる魅力発信等を行い、将来にわたって希望と誇りを持てる建設

業の確立を支援する。 
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（11）官民連携 ～民間リソースを活かした対応力強化～ 

 

【支援物資供給に係る官民の連携体制の強化】 

  ・生活必需品や医療救護、緊急体制など災害時における応援協定を各分野で締結しており、引き

続き新たな協定締結先の検討を進める。また、災害時において活動できるよう、各協定締結団体

と平時から「顔の見える」関係を構築し、実践的な共同訓練を行う。 

  ・大規模災害発生時の消防水利を確保するため、防火水槽、誘導路の整備を図る。 

 

【災害ボランティアの受入・連携体制の構築、支援職員の養成】 

  ・大規模災害発生時に行政、社会福祉協議会、ＮＰＯ・災害ボランティア団体等が連携・協働して

行くための「東白川村災害ボランティア連絡調整会議（仮称）」を速やかに設置し、ボランティ

アの受入体制を整備するため、平時から関係機関との意見交換や研修・訓練などを通じて、「顔

の見える」関係づくりを進め、多様な主体との連携・協働を図る。 

  ・大規模災害時における迅速かつ継続的な支援に備えるため、災害ボランティアセンター支援な

どを担う災害ボランティア支援職員を養成する。 

  ・倒木処理など専門技術を要するニーズに対応するため、森林組合や土木建設業者等との連携を

構築する。 

 

（12）メンテナンス・老朽化対策  ～社会インフラの長寿命化～ 

 

【公共施設の総合的な管理計画】 

  ・高度経済成長期に整備した公共施設等が大規模修繕や建替えを行う時期を迎えていることから、

総合的かつ計画的な視点で施設の更新・長寿命化などを実施するため「東白川村公共施設等総

合管理計画」に基づき実施する。 

 

【技術職員の確保】 

  ・社会資本の高齢化が進む中、村では技術系職員が不足しているため、職員採用計画に基づき 

採用の確保に努めるほか、国・県の支援による技術職員の確保に努める必要がある。 
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第６章 計画の推進 

１．施策の重点化 

    限られた資源で効率的・効果的に本村の強靭化を進めるためには、施策の優先順位付けを行い、

優先順位の高いものについて重点化しながら進める必要がある。本計画では、施策項目単位で施

策の重点化を図ることとし、現行計画における重点化施策項目を踏襲しつつ、施策の進捗状況、施

策後の災害から得られた教訓、社会情勢の変化等を踏まえ、３１の重点化すべき施策項目を次項

のとおり設定した。これにより毎年度の予算編成等に反映することとする。 

 

２．毎年度のアクションプランの策定 

    本村の国土強靭化推進のための主要施策を「東白川村強靭化計画アクションプラン」としてと

りまとめ、毎年度、進捗状況を把握する。 

 

３．計画の見直し 

    本計画については、今後の社会情勢の変化や、国及び岐阜県の国土強靭化施策の進捗状況など

を考慮し、おおむね５年ごとに計画の見直しを実施する。 

    ただし、計画期間中であっても、新たに想定されるリスク等を踏まえ、必要に応じ、計画の見直

しを行うことができるものとする。 

    地域防災計画など国土強靭化に係る村の他の計画については、それぞれの計画の見直し時期や

次期計画の策定時等に所要の検討を行い、本計画との整合を図る。 
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【重点化施策項目】 

施策分野 
施  策  項  目 

重点化施策項目  

(1)行政機能 

・村所有建築物の耐震化 

・避難所施設の確保 

・避難所機能の整備 

・消防・防災力の強化 

・業務の継続体制の強化 

(2)交通・物流 
・道路ネットワークの整備 

・雪害・凍結対策 

・道路情報の収集・提供 

(3)国土保全 

・急傾斜地の崩壊対策 

・狭あい道路の拡幅 

・地籍調査の推進 

・治山対策 

(4)農林水産 

・農地の有効活用 

・災害に強い森林づくり 

・農林道の整備 

・農地・農業水利施設等の適切な管理 

・都市との交流促進 

(5)住宅・土地利用 

・民間住宅の耐震調査及び耐震化の

促進 

・空き家対策 

・休耕地等の有効利用 

(6)保健医療・福    

  祉 

・医療救護体制の充実 

・医療・介護人材の確保及び人材育成 

・感染予防対策 

・通院支援バスのシステム化 

・福祉施設（民間含む）の耐震化 

 

(7)産業 

・ＢＣＰ等の策定支援 

・観光地等の風評被害防止対策の推                                          

  進 

・建設業ＢＣＭの普及・策定支援 

(8)ライフライン・

情報通信 

・総合的な大規模停電対策の推進 

・上下水道の施設の耐震・老朽化対策 

の推進 

 

 

・合併浄化槽の転換推進 

・分散型電源としての再生可能エネ 

ルギーの活用 

・道路啓開の迅速な実施 

・電気事業者の災害対応力強化 

・情報通信事業者の災害対応力強化 

・ガス事業者の災害対応力強化 

(9)環境 
・災害廃棄物対策の推進 ・有害物質対策の検討 

・河川に流出したごみ等の撤去 

(10)リスクコミュ

ニケーション／

防災教育・人材

育成  

・防災教育の推進 

・住民主体での避難対策の強化 

・要配慮者支援の推進 

・防災人材の育成 

・コミュニティ活動の担い手育成 
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・建設業の担い手育成・確保 

(11)官民連携 

・支援物資供給に係る官民の連携体 

制の強化 

・災害ボランティアの受入・連携体制 

の構築、支援職員の養成 

 

(12)メンテナン

ス・老朽化対策 

・公共施設の総合的な管理計画 

・技術職員の確保 
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別紙 1 

起きてはならない最悪の事態ごとの脆弱性評価 

 

１．大規模自然災害が発生したときでも人命の保護が最大限図られる 

1-1）巨大地震による住宅・建築物の倒壊や大規模火災に伴う甚大な人的被害の発生 

【村有建築物の耐震化】 

・村所有の多くは、災害時の指定避難所として活用されることから耐震面に懸念のある建物に 

  ついては、村総合計画及び東白川村公共施設等総合管理計画に基づき耐震化を行う必要があ

る。 

 

【避難施設の確保】 

・災害に備え、指定緊急避難所 34 施設を指定している。引き続き、適切な維持管理に努め、老

朽化等に伴い統廃合される施設の代替施設として民間施設の利用について検討していく必要

がある。 

・主に神土地区住民の指定避難所として役割を担っている東白川中学校体育館は老朽化してい 

るため、大規模改修を行うとともに、併せて防災機能の向上を図る必要がある。 

 

【避難所機能の整備】 

 ・東日本大震災を機に各集落に備蓄倉庫を設置し、計画的に備蓄品を整備してきた。引続き備

蓄倉庫の拡充、備蓄品及び設備等の適切な管理と更新に努める。 

 ・避難所生活が少しでも快適に過ごせるよう、トイレの水洗化、バリアフリー化等を計画的に 

整備する。 

  ・主に神土地区住民の指定避難所として役割を担っている東白川中学校体育館は老朽化して

いるため、大規模改修を行うとともに、併せて防災機能の向上を図る。 

 

【民間住宅の耐震調査及び耐震化の促進】 

・公共建築物と比較すると耐震化が進んでいない状況であることから、イベントや広報誌等に 

  よる耐震化の重要性、必要性についての普及啓発を行う必要がある。 

・耐震診断や耐震補強補助については、現行補助制度の見直しを含め一層推進し、旧基準建築

物の耐震改修工事、建替えの促進を図る必要がある。 

 

【空き家対策】 

・村内には 150 軒近くの空き家があり、その多くは大規模災害発生時に倒壊するおそれがあり、 

道路の閉塞や火災の要因となることから、日頃から所有者と連絡を取りあい、空き家バンク

の登録、空き家対策総合支援事業や村の補助を活用した空き家の活用、危険家屋の解体など

総合的な空き家対策を積極的に講じていく必要がある。 

 

 



33 
 

【ブロック塀の除去推進】 

・本村が実施した調査では、現行基準に適合しないブロック塀は存在していないが、今後は定 

期的に安全点検を実施するとともに、現行基準に適合しないブロック塀の除去・改修に対す 

る村の補助制度を創設し、ブロック塀の除去等の推進に努める。 

 

【家具固定の推進】 

・過去の地震災害における死傷者のうち、家具類の転倒・落下・移動による割合が高いことか

ら、家具固定の必要性を総合防災訓練や防災教育などを活用し、あらゆる世代に普及させる。

また、取り付けができない高齢者等向けに、消防団員による固定器具の取り付け支援を進め

る。 

【農地の有効活用】 

・農地は、延焼防止や緊急時の退避場所、復旧資材の仮置場等の機能が果たし得るため、それら 

の機能が発揮されるよう管理に努める必要がる。 

 

【消防・防災力の強化】 

・大規模地震が発生した場合の火災に備え、防火水槽の耐震化や水利確保するために必要な誘 

  導路の整備を計画的に推進する必要がある。 

・現在の災害協力締結を引き続き維持するとともに、県外を含む他市町村や民間企業と新たな 

  協定を構築していく必要がある。 

・大規模災害が発生した際のボランティア活動に対し、初期対応が遅れることのないよう、東

白川村社会福祉協議会などの関係機関と蜜に連携し、計画的に「災害ボランティアセンター」

の設置訓練を実施する必要がある。 

 

【道路啓開の迅速な実施】 

 ・緊急輸送道路や孤立のおそれのある集落に通じる道路沿いの民有樹木の伐採を引き続き推進 

  するとともに、道路啓開計画を作成し、対応が確実かつ迅速に実施できるよう、関係機関と連 

携した訓練を実施する必要がある。 

 

【公共施設の総合的な管理計画】 

・高度経済成長期に整備した公共施設等が大規模修繕や建替えを行う時期を迎えていること 

から、総合的かつ計画的な視点で施設の更新・長寿命化などを実施するため「東白川村公共施 

設等総合管理計画」に基づき実施する必要がある。 

 

重要業績指標（ＫＰＩ） 

指標名 <現状値> <目標値> 

○村有建築物の耐震化  

村有建築物の耐震化率  78％（Ｒ2） 82％（Ｒ7） 

○避難施設の確保  

指定緊急避難所数 34 箇所（Ｒ2） 34 箇所（Ｒ7） 
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中学校大規模改修（防災機能の向上） 未実施（Ｒ2） 実施済み（Ｒ7） 

○民間住宅の耐震調査及び耐震化の促進 

耐震調査件数  18 件（Ｒ2） 23 件（Ｒ7） 

耐震化実施件数 1 件（Ｒ2） 6 件（Ｒ7） 

○消防・防災力の強化 

  防火水槽の耐震化率  53％（Ｒ2） 100％（Ｒ7） 

 

1-2）集中豪雨による大規模土砂災害に伴う人的被害の発生 

【急傾斜地の崩壊対策】 

・村内には、9 箇所の急傾斜地崩壊危険区域があり、未だ着手できない箇所が数多くある。住宅 

密集地、避難所、要配慮者利用施設を優先的に県と連携し、防災・安全交付金活用事業（急傾 

斜地崩壊対策事業）を進めていく必要がある。 

・道路法面の落石・崩壊による被害の発生を防ぐため、法面対策工事を計画的に進めていく必 

要がある。 

 

【災害に強い森林づくり】 

・豪雨による山地災害等を防止するため、森林の多面的機能の持続的な発揮に向け、引き続き 

  人工林の針広混交林化や、間伐等の森林整備を計画的に推進する必要がある。 

・適切に管理が行われていない森林について、森林環境譲与税の導入とあわせて施行された森 

  林経営管理制度を活用し、村主体の森林整備を促進する必要がある。 

・１００年の森林づくり構想事業の施策を進め、適地植林の森林整備事業を図る必要がある。 

 

重要業績指標（ＫＰＩ） 

指標名 <現状値> <目標値> 

○急傾斜地の崩壊対策 

村内で対策済みの急傾斜崩壊危険区域  0 箇所（Ｒ2） 1 箇所（Ｒ7） 

○災害に強い森林づくり 

水源林、渓畔林、奥山林等における環境保全に向けた、間伐 

実施面積  

230ha（Ｒ2） 250ha（Ｒ7） 

 

 

1-3）情報伝達の不備等による避難行動の遅れ等に伴う被害の拡大 

【消防・防災力の強化】 

・防災意識向上を図るため、総合防災訓練、防災士取得助成事業を継続していく必要がある。 

 

【情報通信事業者の災害対応力強化】 

・災害時に備え、避難施設等帰宅困難者の一時避難場所等における早期通信手段の確保のため    

の特設公衆電話の事前設置を県と調整・連携の上、計画的に推進する。 

・災害時の通信途絶を迅速に復旧するため、平時から「顔の見える」関係を構築し、被災状 

況、道路啓開等に関する情報や復旧計画を共有するなど、県や関係機関との連携体制の強 

化を図る必要がある。 
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【放送ネットワークの整備】 

・平成 17 年に農村振興地域情報基盤整備事業で整備したＨＦＣケーブルネットワークを令和元 

年度にＦＴＴＨ化に整備し、災害時等の確実かつ安定的な情報伝達の確保を図ったところで

あるが、今後も災害時に確実に機能するよう、雷・台風対策など適切な維持管理を推進する必

要がある。 

 

【情報伝達ツールの多重化】 

・避難勧告や南海トラフ地震臨時情報等の緊急情報を迅速かつ確実に伝達するため、ＣＡＴＶ 

端末放送や、すぐメールを導入し、発信の迅速化に努めているが、さらに多様なツールを確保

するため、スマートフォンを利用した防災対策アプリの導入など一層の充実や迅速化を図る

必要がある。 

 

【防災教育の推進】 

・自助と共助の底上げを図るため、過去の災害を知る、ハザードマップを確認する、地域の防災 

訓練に参加する、防災キャンプを行うなど具体的な目標を折り込んだ新たな行動計画を定め 

た「災害から命を守る岐阜県民運動」を子どもから高齢者まで全ての世代を対象として展開 

する。また、運動の参加を促すため、家庭、自主防災組織など地域、学校、企業等と連携し推 

進を図る必要がある。 

 

【要配慮者支援の推進】 

・一人暮らしの高齢者や障がい者など避難行動要支援者の逃げ遅れを防ぐため、要支援者名簿 

を警察や消防機関等へ事前に提供する取り組みに加え、自主防災会や社会福祉協議会、民生 

委員、ケアマネジャー等と連携した取り組みを行う必要がある。 

 

重要業績指標（ＫＰＩ） 

指標名 <現状値> <目標値> 

○消防・防災力の強化 

村の支援制度により育成した防災士数  1 人（Ｒ2） 19 人（Ｒ7） 

○情報伝達ツールの多重化 

ＣＡＴＶ加入率  99％（Ｒ2） 100％（Ｒ7） 

すぐメール登録者数 724 人（Ｒ2） 1,200 人（Ｒ7） 

避難勧告等を伝達可能なツール数  4（Ｒ2） 5（Ｒ7） 

○要配慮者支援の推進 

東白川村避難行動要支援者個別計画作成率 100％（Ｒ2） 100％（Ｒ7） 
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２．大規模自然災害発生直後から救助・救急、医療活動等が迅速に行われる 

2-1）被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期停止 

【避難所機能の整備】 

・東日本大震災を機に各集落に備蓄倉庫を設置し、計画的に備蓄品を整備してきた。引き続き 

  備蓄倉庫の拡充、備蓄品及び設備等の適切な管理と更新に努める。 

 

【個人備蓄の推進】 

・大規模災害発生後には、物資供給の停滞により、必要な食料等の入手が困難となる可能性が 

あるため、家庭等における最低 3 日分の備蓄促進に向けた啓発を行う必要がある。 

 

【授援体制の整備】 

・災害相互応援協定により、他自治体等からの応援を受けられることとなっていることから、

早急に東白川村災害時授援計画を作成し、円滑な受入体制を構築する必要がある。 

 

【道路ネットワークの整備】 

・大規模災害後も生命に関わる物資の供給や救援活動に支障が生じないよう、最低限、緊急車 

両が通行できる機能を確保する必要がある。そのためには、防災安全交付金、道路メンテナン

ス事業による橋梁の耐震化等の道路施設長寿命化や崩落決壊防止等を推進していく必要があ

る。 

 

【上下水道施設の耐震・老朽化対策の推進】 

・村の公共施設等総合管理計画における将来の見通しとして、簡易水道が令和 14 年度、下水道 

  が令和 30 年度より更新を計画しているが、更新時期の法定点検に加え、必要に応じて任意の

点検を行い、施設設備の劣化状況、安全性等を把握し、その診断結果をもとに、総合計画との

整合性を図りながら効率的に推進する必要がある。 

 

重要業績指標（ＫＰＩ） 

指標名 <現状値> <目標値> 

○避難所機能の整備 

避難者に対する食料、飲料水の備蓄  900 人分（Ｒ2） 1800 人分（Ｒ7） 

○授援体制の整備 

東白川村災害時授援・支援計画の作成  未作成（Ｒ2） 作成（Ｒ7） 

○道路ネットワークの整備 

橋梁の耐震補強  0 橋（Ｒ2） 2 橋（Ｒ7） 

○上下水道施設の耐震・老朽化対策の推進 

上水道施設の耐震化率  9％（Ｒ2） 9％（Ｒ7） 

下水道施設の耐震化率  0％（Ｒ2） 0％（Ｒ7） 
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2-2）多数かつ長期にわたる孤立集落の同時発生 

【孤立・雪害・凍結対策】 

・本村の９割を山地が占める村の地形的特性上、孤立予想集落が存在しており、大規模災害 

等により集落の孤立が多発した場合には、長期間にわたり孤立状態が続くことが懸念される 

ため、道路整備等による孤立集落対策を実施する必要がある。 

・集落が孤立しても自立的な生活が継続できるよう、飲料水、食料、生活用品等の個人での備蓄 

（１週間程度）の充実を促進する必要がある。 

・孤立集落に支援を行う上で通信の確保は不可欠であることから、固定電話、携帯電話共に 

使用できない場合の衛星電話などの通信手段や非常用電源の確保を促進する。 

 

【農林道の整備】 

・地域交通ネットワークの強化及び孤立集落発生防止のため、計画的に農林道の整備・修繕及 

び橋梁の耐震対策を計画的に推進する。 

・基幹農道は、農山漁村地域整備交付金（農業農村基盤整備事業）により、農道整備、橋梁耐震

化に努める。 

 

【ヘリ臨時離着陸場の整備】 

・孤立集落の災害時の活動拠点として耕作放棄地となった農地等をヘリコプター臨時離着陸場

の整備を検討する。 

 

重要業績指標（ＫＰＩ） 

指標名 <現状値> <目標値> 

○孤立・雪害・凍結対策 

日照支障木の伐採  34 箇所（Ｒ2） 60 箇所（Ｒ7） 

一年間の凍結防止剤の確保  300 袋（Ｒ2） 300 袋（Ｒ7） 

除雪機の整備 6 機（Ｒ2） 6 機（Ｒ7） 

○農林道の整備 

崩落決壊対策箇所数  6 箇所（Ｒ2） 6 箇所（Ｒ7） 

○災害時活動拠点   

ヘリ臨時離着陸上の整備  3 箇所（Ｒ2） 4 箇所（Ｒ7） 

 

2-3）警察消防等の被災等による救助・救急活動の遅れ及び重大な不足 

【消防・防災力の強化】 

・大規模地震が発生した場合の火災に備え、防火水槽の耐震化や水利確保するために必要な誘 

  導路の整備を計画的に推進する必要がある。 

・少子化・過疎化の地域では、個人の事情に関係なく消防団員のなり手が少なく、団員確保が困 

  難であるため、団員活動のあり方について検討する一方、「自らの地域は自ら守る」という郷 

土愛の精神に基づき団員確保に引き続き努める必要がある。 

 

【道路ネットワークの整備】 
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・大規模地震後も生命に関わる物資の供給や救援活動に支障が生じないよう、最低限、緊急車 

両が通行できる機能を確保する必要がある。そのためには、防災安全交付金、道路メンテナン 

ス事業による橋梁の耐震化等の道路施設長寿命化や崩落決壊防止等を推進していく必要があ 

る。 

 

【狭あい道路の拡幅】 

・狭あい道路は、消火・救急活動や災害時の避難の妨げになることから、地権者の承諾を前提に 

  防災安全交付金 住環境整備事業（狭あい道路整備事業）にとり、道路拡幅工事を推進してい 

く必要がある。 

 

【休耕地等の有効利用（避難所、ヘリ臨時離着陸場）】 

・農業者の高齢化等により耕作放棄地となった農地を広域避難所やヘリコプター臨時離着陸場 

等の災害時の活動拠点として、有効利用方法を検討する必要がある。 

 

重要業績指標（ＫＰＩ） 

指標名 <現状値> <目標値> 

○消防・防災力の強化 

消防団員の充足率  93％（140 人）（Ｒ

2）※条例定数 150 人

に対しての充足率 

100％（ 120 人）（Ｒ

7）※除例定数 120 人

対しての充足率 

○道路ネットワークの整備  

橋梁の耐震補強（再掲） 0 橋（Ｒ2） 2 橋（Ｒ7） 

○休耕地等の有効利用（避難所、ヘリ臨時離着陸場） 

ヘリ臨時離着陸場の整備（再掲） 3 箇所（Ｒ2） 4 箇所（Ｒ7） 

 

2-4）医療・福祉施設及び関係者の絶対的不足・被災 

【救命救急体制の充実】 

・多数の重症者が発生した場合、救急車が確保できず救急活動が遅れるおそれがある。確保で

き 

ない場合は、消防団や自主防災会等の協力により搬送する必要があることから、各種団体等 

への救命講習の実施を推進する必要がある。 

 

【医療救護体制の充実】 

・大規模災害時における医療・救護活動は、岐阜県地震災害等医療救護計画により実施し、今後 

も加茂医師会、加茂歯科医師会等の連携強化などにより、災害時の医療救護体制の充実を図 

る必要がある。 

 

【医療・介護人材の確保及び人材育成】 

・災害時の医療、救助活動における医療班は、国保診療所医療スタッフをもって編成されるこ 

とから、計画的な医療人材の確保と県・医師会等と連携を図り人材育成に努める必要がある。 
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【福祉施設（民間含む）の耐震化】 

・民間を含む社会福祉施設に対して、あらゆる機会を活用して耐震化を促し耐震化率の向上を 

図る必要がある。 

 

【道路ネットワークの整備】 

・大規模地震後も生命に関わる物資の供給や救援活動に支障が生じないよう、最低限、緊急車 

両が通行できる機能を確保する必要がある。そのためには、防災安全交付金、道路メンテナン

ス事業による橋梁の耐震化等の道路施設長寿命化や崩落決壊防止等を推進していく必要があ

る。 

 

重要業績指標（ＫＰＩ） 

指標名 <現状値> <目標値> 

○救命救急体制の充実 

救命講習実施状況（受講者数） 200 人（Ｒ2） 400 人（Ｒ7） 

○道路ネットワークの整備 

橋梁の耐震補強（再掲）  0 橋（Ｒ2） 2 橋（Ｒ7） 

 

３．大規模自然災害発生直後から必要不可欠な行政機能は確保する 

3-1）村職員・施設等の被災による行政機能の大幅な低下 

【庁舎等の防災拠点機能の確保】 

・防災拠点である本庁舎そのものが被災する可能性や、周辺インフラの被災によって機能不全 

が発生する可能性があるため、災害時優先実務が持続できるよう、必要な施設・設備の更新と 

将来の庁舎老朽化対策を検討する必要がある。 

・本庁舎が被災し機能不全となった場合の代替拠点に対し、必要な資機材等を整備し、バック

アップ機能の強化を図る必要がある。 

 

【業務の継続体制の強化（BCP）】 

・災害時に備え、非常時優先業務の選定、職員の参集体制等について、周知徹底や訓練を行うと

ともに、常に最新の状況に反映した計画となるよう点検を実施する必要がある。 

・職員やその家族が被災することにより登庁できない事態を回避するため、研修等により職員

の防災意識を高め、自助実践率を高める必要がある。 

・職員用食料、飲料水、庁舎用非常電源等は確保しているが、充足数には達していないので、必

要な物資の備蓄を推進し、非常時優先業務の環境を確保する必要がある。 

 

【授援体制の整備】 

・災害相互応援協定により、他自治体等からの応援を受けられることとなっていることから、

早急に東白川村災害時授援計画を作成し、円滑な受入体制を構築する必要がある。 
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【切れ目のない被災者生活再建支援】 

・各種支援施策、支援窓口（民間ボランティアやＮＰＯ法人等を含む。）、具体的な手続き方法、

留意点などを盛り込んだ「生活支援制度ガイドブック」（仮称）の作成やワンストップ窓口の

設置などにより、被災者が被災直後から生活再建に至るまでの各フェーズに応じた切れ目の

ない支援が受けられる取り組みを促進する必要がある。 

 

重要業績指標（ＫＰＩ） 

指標名 <現状値> <目標値> 

○業務の継続体制の強化 

職員向け防災教育  0 回/年（Ｒ2） 1 回/年（Ｒ2） 

○授援体制の整備 

東白川村災害時授援計画の作成  未作成（Ｒ2） 作成（Ｒ7） 

生活支援制度ガイドブックの作成  未作成（Ｒ2） 作成（Ｒ7） 

 

４．大規模自然災害発生直後から必要不可欠な情報通信網は確保する 

4-1）情報通信網（ＣＡＴＶ等）の長期停止による災害情報が伝達できない事態 

【放送ネットワークの整備】 

・平成 17 年に農村振興地域情報基盤整備事業で整備したＨＦＣケーブルネットワークを令和元 

年度にＦＴＴＨ化に整備し、災害時等の確実かつ安定的な情報伝達の確保を図ったところで

あるが、今後も災害時に確実に機能するよう、雷・台風対策など適切な維持管理を推進する必

要がある。 

 

【情報伝達ツールの多重化】 

・避難勧告や南海トラフ地震臨時情報等の緊急情報を迅速かつ確実に伝達するため、ＣＡＴＶ 

端末放送や、すぐメールを導入し、発信の迅速化に努めているが、さらに多様なツールを確保

するため、スマートフォンを利用した防災対策アプリの導入など一層の充実や迅速化を図る

必要がある。 

 

【情報通信事業者の災害対応力強化】 

・災害時に備え、避難施設等帰宅困難者の一時避難場所等における早期通信手段の確保のため  

  の特設公衆電話の事前設置を県と調整・連携の上、計画的に推進する必要がある。 

・災害時の通信途絶を迅速に復旧するため、平時から「顔の見える」関係を構築し、被災状況、 

  道路啓開等に関する情報や復旧計画を共有するなど、県や関係機関との連携体制の強化を図

る必要がある。 

 

重要業績指標（ＫＰＩ） 

指標名 <現状値> <目標値> 
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○情報伝達ツールの多重化 

避難勧告等を伝達可能なツール数（再掲） 4（Ｒ2） 5（Ｒ7） 

○情報通信事業者の災害対応力強化 

総合防災訓練等における体験利用実施回数  0 回/年（Ｒ2） 1 回/年（Ｒ7） 

 

５．大規模自然災害発生であっても、生活・経済活動を機能不全に陥らせない 

5-1）サプライチェーンの寸断等による経済活動の麻痺 

【ＢＣＰ等の策定支援】 

・村内企業のＢＣＰ策定支援や中小企業が策定する「事業継続力強化計画」の策定支援を行い、 

  企業等の災害への対策強化を推進する必要がある。 

・企業内へのＢＣＰ定着を推進するため、ＢＣＰ策定後の事業者を対象とした運用後のフォロ 

ーアップを行う必要がある。 

 

【観光地等の風評被害防止対策の推進】 

・大規模災害発生時には、被災していない地域まで被災しているとの風評被害が発生する場合 

  がることから、国内外に正確な情報を発信するとともに、タイミングを見極めながらプロモ 

ーション支援等の適切な対応を実施する必要がある。 

 

重要業績指標（ＫＰＩ） 

指標名 <現状値> <目標値> 

○ＢＣＰ等の策定支援 

企業のＢＣＰ策定率  0％（Ｒ2） 50％（Ｒ7） 

 

5-2）幹線が分断する等、基幹的交通ネットワークの長期間にわたる機能停止 

【道路ネットワークの整備】 

・大規模災害後も生命に関わる物資の供給や救援活動に支障が生じないよう、最低限、緊急車 

両が通行できる機能を確保する必要がある。そのためには、防災安全交付金、道路メンテナン 

ス事業による橋梁の耐震化等の道路施設長寿命化や崩落決壊防止等を推進していく必要があ 

る。 

 

【農林道の整備】 

・地域交通ネットワークの強化及び孤立集落発生防止のため、計画的に農林道の整備・修繕及  

び橋梁の耐震対策を計画的に推進する必要がある。 

・基幹農道は、農山漁村地域整備交付金（農業農村基盤整備）により、農道整備、橋梁耐震化に

努める必要がある。 

 

重要業績指標（ＫＰＩ） 

指標名 <現状値> <目標値> 
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○道路ネットワークの整備 

橋梁（村道）の耐震補強（再掲）  0 橋（Ｒ2） 2 橋（Ｒ7） 

○農林道の整備 

橋梁（農林道）の耐震補強  0 橋（Ｒ2） 0 橋（Ｒ7） 

 

5-3）食料や物資の供給の途絶 

【支援物資供給に係る官民の連携体制の強化】 

・生活必需品や医療救護、緊急体制など災害時における応援協定を各分野で締結しており、引 

き続き新たな協定締結先の検討を進める必要がある。また、災害時において活動できるよう、 

各協定締結団体と平時から「顔の見える」関係を構築し、実践的な共同訓練を行う必要があ 

る。 

 

【農地の有効活用】 

・農地は、延焼防止や緊急時の退避場所、復旧資材の仮置場等の機能が果たし得るため、それら 

の機能が発揮されるよう管理に努める必要がある。 

 

【農地・農業水利施設等の適切な管理】 

・安定した食糧供給と国土保全機能を維持するため、中山間地域農業農村総合整備事業を推進

し、老朽化した施設の修繕に努める必要がある。 

・農地・農業施設の維持管理について、地元の管理組織の体制整備を支援する必要がある。 

 

重要業績指標（ＫＰＩ） 

指標名 <現状値> <目標値> 

○支援物資供給に係る官民の連携体制の強化 

物資の確保、供給に係る民間団体との協定数 7 件（Ｒ2） 9 件（Ｒ7） 

 

６．大規模自然災害発生であっても、生活・経済活動に必要最低限の電気・ガス・上下水道、燃 

料、交通ネットワーク等を確保するとともに、これらの早期復旧を図る 

6-1）ライフライン（電気・ガス、上下水道等）の長期間にわたる機能停止 

【ライフライン事業者との協力連携の強化】 

・ライフライン事業者の復旧拠点地の利用に関する協定を締結するなど、ライフラインの復旧

への協力体制を推進する必要がある。 

・平常時からの情報交換を行うとともに、平時からの連携を密にし、総合防災訓練へ関係事業

者に参加いただくなど、引き続き連携の強化に努める必要がある。 

 

【総合的な大規模停電対策の推進】 

・暴風・豪雪に伴う停電発生を未然に防止するため、村、電気事業者及び県関係部署が連携し 

て事業計画を作成し、危険樹木の事前伐採を効果的かつ効率的に推進する必要がある。 
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・村（避難所を含む）、医療機関や社会福祉施設等が備蓄・保有する非常用発電機の数量、規格、 

燃料補給体制などについて総点検を行うとともに、電源車や非常用発電機の配備、燃料の供 

給に関する電気事業者、災害時協定締結団体等との連携を強化し、停電が長期化した際にも 

代替的な電源が迅速かつ円滑に確保される仕組みを整備する必要がある。 

・平時から電気事業者とのホットラインなど「顔の見える」関係を構築するとともに、停電発生   

  に備えた村災害対策本部への情報連絡員の派遣、早期復旧を図るための被害状況、道路啓開 

等に関する情報や復旧計画の共有及び連携方策、電源車の配備等について、電気事業者との 

協定締結により連携・協力体制を強化する必要がある。 

・停電時の住民の不安や混乱を軽減するため、村は電気事業者、県と相互に連携して多用な情 

報伝達手段を活用してきめ細やかな情報発信を行う必要がある。 

・強風、大雪等による停電及びこれらに起因する被害を抑制するため、電線周辺の倒木のおそ  

  れがある立木の伐採を令和元年度から県及び電力会社の補助を受け、ライフライン保全対策  

  事業として実施しているが、事業期間終了後においても引き続き実施できるよう検討する必 

  要がある。 

 

【上下水道施設の耐震・老朽化対策の推進】 

・村の公共施設等総合管理計画における将来の見通しとして、簡易水道が令和 14 年度、下水道 

  が令和 30 年度より更新を計画しているが、更新時期の法定点検に加え、必要に応じて任意の 

点検を行い、施設設備の劣化状況、安全性等を把握し、その診断結果をもとに、総合計画との

整合性を図りながら効率的に推進する必要がある。 

 

【合併浄化槽への転換推進】 

・老朽化した単独処理浄化槽から合併浄化槽への転換を循環型社会形成推進交付金（浄化槽）

により引き続き促進する必要がある。 

 

【分散型電源としての再生可能エネルギーの活用】 

・木質バイオマス発電や小水力発電施設など、地域資源を活用した再生可能エネルギー等の自 

立・分散型エネルギーの創出と活用の取り組みを検討する必要がある。 

 

【道路啓開の迅速な実施】 

・緊急輸送道路や孤立のおそれのある集落に通じる道路沿いの民有樹木の伐採を引き続き推進 

  するとともに、道路啓開計画を作成し、対応が確実かつ迅速に実施できるよう、関係機関と連

携した訓練を実施する必要がある。 

 

【電気事業者の災害対応力強化】 

・電力の長期供給停止を発生させないため、電気設備の自然災害に対する耐性評価の結果に基 

  づき、電力ネットワーク（発変電所、送配電設備）の災害対応力強化及び復旧の迅速化を図る

とともに、他電気事業者からの応援要員を含めた人員確保、ドローンを活用した迅速な被災
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状況の把握など、早期復旧のための体制を強化する必要がある。 

 

【情報通信事業者の災害対応力強化】 

・災害時に備え、避難施設等帰宅困難者の一時避難場所等における早期通信手段の確保のため 

  の特設公衆電話の事前設置を県と調整・連携の上、計画的に推進する必要がある。 

・災害時の通信途絶を迅速に復旧するため、通信事業者等と平時から「顔の見える」関係を構築 

し、被災状況、道路啓開等に関する情報や復旧計画を共有するなど、県や関係機関との連携体

制の強化を図る必要がある。 

 

【ガス事業者の災害対応力強化】 

・災害時にガス供給を迅速に復旧するため、ＬＰガス供給事業者、配管設備事業者等と平時か

ら「顔の見える」関係を構築し、被災状況、道路啓開等に関する情報や復旧計画を共有するな

ど、県や関係機関との連携体制の強化を図る必要がある。 

 

【災害用バルク供給システムの導入】 

・熱源確保のため、医療・救護や避難場所となる国保診療所及び附属老人保健施設の建設にあ  

わせて、ＬＰガスバルク供給システムを導入したが、導入施設の拡大を図る必要がある。 

 

重要業績指標（ＫＰＩ） 

指標名 <現状値> <目標値> 

○ライフライン事業者との協力連携の強化 

ライフライン事業者との協定締結 3 件（Ｒ2） 4 件（Ｒ7） 

○総合的な大規模停電対策の推進 

災害時協定締結団体  1 件（Ｒ2） 1 件（Ｒ7） 

ライフライン保全対策実施箇所数 2 箇所（Ｒ2） 4 箇所（Ｒ7） 

○上下水道施設の耐震・老朽化対策の推進 

水道施設の耐震化率 9％（Ｒ2） 9％（Ｒ7） 

下水道施設の耐震化率 0％（Ｒ2） 0％（Ｒ7） 

○合併浄化槽への転換推進 

合併浄化槽加入率 80％（Ｒ2） 85％（Ｒ7） 

○災害用バルク供給システムの導入 

災害用バルク供給システム導入施設数 １箇所（Ｒ2） 2 箇所（Ｒ7） 

 

6-2）地域交通ネットワークの分断 

【道路等の復旧に係る協定締結】 

・関係団体による被害調査や応急復旧活動の協力について、協定を締結するなど、ライフライ

ンの復旧への協力体制を推進する必要がある。 

・平常時からの情報交換を行うとともに、平時からの連携を密にし、総合防災訓練へ関係事業
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者に参加いただくなど、引き続き連携の強化に努める必要がある。 

 

【道路ネットワークの整備】 

・大規模地震後も生命に関わる物資の供給や救援活動に支障が生じないよう、最低限、緊急車 

両が通行できる機能を確保する必要がある。そのためには、防災安全交付金、道路メンテナン 

ス事業による橋梁の耐震化等の道路施設長寿命化や崩落決壊防止等を推進していく必要があ 

る。 

 

【農林道の整備】 

・地域交通ネットワークの強化及び孤立集落発生防止のため、計画的に農林道の整備・修繕及  

び橋梁の耐震対策を推進する必要がある。 

・基幹農道は、農山漁村地域整備交付金（農業農村基盤整備）により、農道整備、橋梁耐震化に

努める必要がある。 

 

【道路情報の収集・提供】 

・大規模災害時、迅速な復旧や物資輸送等の混乱を回避するため、道路情報の収集及び情報提 

供システムの構築を検討する。 

 

【建設業ＢＣＭの普及・策定支援】 

・地域の復旧・復興において重要な役割を果たす建設業の事業継続力向上を図るため、村と災 

害応援協定を締結する建設業者等が取り組むＢＣＭ（事業継続マネジメント）を認定する制 

度の普及、策定に向けた支援を実施する必要がある。 

 

【公共施設の総合的な管理計画】 

・高度経済成長期に整備した公共施設等が大規模修繕や建替えを行う時期を迎えていること 

から、総合的かつ計画的な視点で施設の更新・長寿命化などを実施するため「東白川村公共施 

設等総合管理計画」に基づき実施する必要がある。 

 

【技術職員の確保】 

・社会資本の高齢化が進む中、村では技術系職員が不足しているため、職員採用計画に基づき 

採用の確保に努めるほか、国・県の支援による技術職員の確保に努める必要がある。 

 

重要業績指標（ＫＰＩ） 

指標名 <現状値> <目標値> 

○道路等の復旧に係る協定締結 

道路等の復旧に係る協定締結団対数  1 団体（Ｒ2） 1 団体（Ｒ7） 

○技術職員の確保 

技術系職員数  0 人（Ｒ2） 1 人（Ｒ7） 
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6-3）水源地の土砂崩壊や異常渇水による用水の供給の長期間にわたる途絶 

【治山対策】 

・山地における自然災害を最小限に防止するため、山地災害が危惧されている箇所については、 

早期着工に向けて県へ要望活動を引き続き行い、事業の推進に当たっては村が協力をする 

必要がある。 

 

【給水体制の構築】 

・渇水対策として、既存の資機材の活用を図るほか、大規模地震や長時間停電対策に備え給水

袋の各戸配布や給水車の整備を検討する必要がある。 

 

重要業績指標（ＫＰＩ） 

指標名 <現状値> <目標値> 

○給水体制の構築 

給水車の整備  0 台（Ｒ2） 1 台（Ｒ7） 

 

７．制御不能な二次災害を発生させない 

7-1）密集地での大規模火災発生 

【消防力の強化】 

・大規模地震が発生した場合の火災に備え、防火水槽の耐震化や水利確保するために必要な誘 

  導路の整備を計画的に推進する必要がある。 

・少子化・過疎化の地域では、個人の事情に関係なく消防団員のなり手が少なく、団員確保が困

難であるため、団員活動のあり方について検討する一方、「自らの地域は自ら守る」という郷

土愛の精神に基づき団員確保に引き続き努める必要がある。 

・現在の災害協力締結を引き続き維持するとともに、県外を含む他市町村や民間企業と新たな 

  協定を構築していく必要がある。 

 

【狭あい道路の拡幅】 

・狭あい道路は、消火・救急活動や災害時の避難の妨げになることから、地権者の承諾を前提に 

防災安全交付金 住環境整備事業（狭あい道路整備事業）により道路拡幅工事を推進していく 

必要がある。 

 

【空き家対策】 

・村内には 150 軒近くの空き家があり、その多くは大規模災害発生時に倒壊するおそれがあり、 

  道路の閉塞や火災の要因となることから、日頃から所有者と連絡を取りあい、空き家バンク 

の登録、空き家対策総合支援事業や村の補助を活用した空き家の活用、危険家屋の解体など

総合的な空き家対策を積極的に講じていく必要がある。 
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【休耕地等の有効利用（避難所、ヘリ臨時離着陸上）】 

・農業者の高齢化等により耕作放棄地となった農地を広域避難所やヘリコプター臨時離着陸場 

  等の災害時の活動拠点として、有効利用方法を検討する必要がある。 

 

重要業績指標（ＫＰＩ） 

指標名 <現状値> <目標値> 

○消防力の強化 

災害協力締結団体数  2 団体（Ｒ2） 2 団体（Ｒ7） 

小型動力ポンプ更新済み数  5 台（Ｒ2） 11 台（Ｒ7） 

○空き家対策 

空家対策特別措置法に基づく「空家等対策計画」の策定 策定済み 策定済み 

危険空き家の解体補助 0 件（Ｒ2） 2 件（Ｒ7） 

空き家率  15％（Ｒ2） 13％（Ｒ7） 

 

7-2）貯水池、防災施設等の損壊・機能不全による二次災害の発生 

【河川・水路施設等の維持管理対策】 

・村が管理する河川構造物等について、制御不能な二次災害を発生させないために適切な維持 

管理を行う必要がある。 

 

【農業用ため池の防災対策】 

・生命、財産に影響を与えるおそれがある農業用ため池については、点検・調査を実施し、計画 

的な整備等を進め、対策を必要とするため池については、ハード対策を順次進める。また、危 

険箇所周知のため、ため池ハザードマップを作成し、住民の一層の周知に努める必要がある。 

 

重要業績指標（ＫＰＩ） 

指標名 <現状値> <目標値> 

○農業用ため池の防災対策   

ため池ハザードマップ作成率  100％（Ｒ2） 100％（Ｒ7） 

 

7-3）農地・森林等の荒廃による被害の拡大 

【農地・農業水利施設等の適切な管理】 

・安定した食糧供給と国土保全機能を維持するため、中山間地域農業農村総合整備事業を推進 

し、老朽化した施設の修繕に努める必要がある。 

・農地・農業施設の維持管理について、地元の管理組織の体制整備を支援する必要がある。 

 

【治山対策】 

・山地における自然災害を最小限に防止するため、山地災害が危惧されている箇所については、 

早期着工に向けて県へ要望活動を引き続き行い、事業の推進に当たっては村が協力をする 
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必要がある。 

 

【災害に強い森林づくり】 

・豪雨による山地災害等を防止するため、森林の多面的機能の持続的な発揮に向け、引き続き 

人工林の針広混交林化や、間伐等の森林整備を計画的に推進する必要がある。 

・適切に管理が行われていない森林については、森林環境譲与税の導入とあわせて施行された  

  森林経営管理制度を活用し、村主体の森林整備を促進する必要がある。 

・１００年の森林づくり構想事業の施策を進め、適地植林の森林整備事業を図る必要がある。 

・林業・製材業・建築業担い手育成事業による林業の担い手・育成を推進する必要がある。 

 

【鳥獣被害防止対策の推進】 

・農林従事者や狩猟免許保持者の減少により、野生鳥獣を適切に管理する機能が低下しており、 

鳥獣による農林業被害の拡大と鳥獣被害による耕作放棄地の拡大が生じていることから、農

地や森林の多目的機能の低下を防ぐため、東白川村鳥獣被害防止計画を基に鳥獣被害防止対

策事業交付金等を活用し、鳥獣の進入防止や捕獲による個体数の調整等、ソフト・ハード両面

にわたる総合的な対策を推進する必要がある。 

・有害鳥獣捕獲隊の担い手の高齢化及び後継者不足解消のため、新たな担い手の育成及び地域

での捕獲の支援を推進する必要がある。 

 

【都市との交流促進】 

・地域資源（農地、山林、イベント等）を活用した都市との交流を通して、多様な人材の移住・ 

定住を促進する必要がある。 

重要業績指標（ＫＰＩ） 

指標名 <現状値> <目標値> 

○農地・農業水利施設等の適切な管理   

 総合的な鳥獣被害防止対策実施集落数  1 集落（Ｒ2） 2 集落（Ｒ7） 

○災害に強い森林づくり 

水源林、渓畔林、奥山林等における環境保全に向け 

た、間伐実施面積（再掲）  

230ha（Ｒ2） 250ha（Ｒ7） 

 

危険伐採実施箇所数 箇所（Ｒ2） 箇所（Ｒ7） 

枯損木伐採実施箇所数  23 箇所（Ｒ2） 25 箇所（Ｒ7） 

○鳥獣被害防止対策の推進 

鳥獣被害防止柵対策実施集落数 2 集落（Ｒ2） 3 集落（Ｒ7） 

有害鳥獣捕獲隊員数  29 人（Ｒ2） 30 人（Ｒ7） 

○都市との交流促進 

移住・定住者数 11 人（Ｒ2） 36 人（Ｒ7） 

 

 



49 
 

８．大規模自然災害発生後であっても、地域社会・経済が迅速に再建・回復できる条件を整備す 

   る 

8-1）災害廃棄物の処理の停滞等による復旧・復興の大幅な遅れ 

【災害廃棄物対策の推進】 

・災害廃棄物の迅速な処理を行うため、災害発生直後の速やかな仮置場の設営及び管理、県と 

  の連絡調整など、災害を想定した演習及び研修会に積極的に参加することで、災害廃棄物処

理計画の実効性を確保し、災害廃棄物の処理体制の強化を図る必要がある。 

 

【有害物質対策の検討】 

・アスベストや化学物資等の有害物質の飛散・流出対策については、大規模災害発生時に迅速 

な対応をするための課題を整理・検討する必要がある。 

 

【河川に流出したごみ等の撤去】 

・河積を阻害している立木・河道内樹木の撤去等、災害の発生防止を図る取り組みにあわせて、 

  災害発生時に流出したごみを適正に撤去・処分するなどにより河川環境の保全を図る必要が 

  ある。 

 

重要業績指標（ＫＰＩ） 

指標名 <現状値> <目標値> 

○災害廃棄物対策の推進 

 災害廃棄物処理計画 策定済み（Ｒ2） 策定済み（Ｒ7） 

 

8-2）人材等の不足による復旧・復興の大幅な遅れ 

【災害ボランティアの受入・連携体制の構築、支援職員の養成】 

・大規模災害発生時に行政、社会福祉協議会、ＮＰＯ・災害ボランティア団体等が連携・協働し 

て行くための「東白川村災害ボランティア連絡調整会議（仮称）」を速やかに設置し、ボラン 

ティアの受入体制を整備するため、平時から関係機関との意見交換や研修・訓練などを通じ 

て、「顔の見える」関係づくりを進め、多様な主体との連携・協働を図る必要がある。 

・大規模災害時における迅速かつ継続的な支援に備えるため、災害ボランティアセンター支援 

などを担う災害ボランティア支援職員を養成する必要がある。 

・倒木処理など専門技術を要するニーズに対応するため、森林組合や土木建設業者等との連携 

を構築する必要がある。 

 

【防災人材の育成】 

・「清流の国ぎふ防災・減災センター」等で開催される防災リーダー育成に対する支援を引き 

続き行い、育成した人材が自主防災組織等と連携を深めそれぞれの地域で活躍できる機会の 

創出を促進する必要がある。 
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【コミュニティ活動の担い手育成】 

・災害時に｢共助｣の力を発揮するためにも、平時からのコミュニティ活力維持を図る必要があ 

ることから、県と連携し、地域ごとの状況や地域の抱える課題に即した講座を実施し、地域づ 

くり活動を実践できる人材を養成する必要がある。 

・地域のコミュニティとして様々な活動と地域活動を組み合わせること等により、災害による 

被害を予防し、軽減するための自主防災組織の育成・活動を促進する必要がある。 

 

【建設業の担い手育成・確保】 

・地域の復旧・復興の中心となる建設業を担う人材の育成・確保を図るため、施工時期の平準 

化、週休２日制の導入や現場環境の改善等を進めるほか、県と連携し、ＩＣＴの活用による生 

産性向上等により魅力ある労働環境を整備し、あわせて技術力・生産性向上を目的とした研 

修、現場見学会など担い手確保につながる魅力発信等を行い、将来にわたって希望と誇りを 

持てる建設業の確立を支援する必要がある。 

 

【技術職員の確保】 

・社会資本の高齢化が進む中、村では技術系職員が不足しているため、職員採用計画に基づき 

採用の確保に努めるほか、国・県の支援による技術職員の確保に努める必要がある。 

 

重要業績指標（ＫＰＩ） 

指標名 <現状値> <目標値> 

○防災人材の育成   

村の支援制度により育成した防災士数（再掲） 1 人（Ｒ2） 19 人（Ｒ7） 

 職員向け防災研修（再掲）  0 回/年（Ｒ2） 1 回/年（Ｒ7） 

○技術職員の確保（再掲）   

技術系職員数（再掲） 0 人（Ｒ2） 1 人（Ｒ7） 

 

8-3）幹線道路損壊や広域的土砂崩壊等による復旧・復興の大幅な遅れ 

【急傾斜地の崩壊対策】 

・村内には、9箇所の急傾斜地崩壊危険区域があり、未だ着手できない箇所が数多くある。住 

  宅密集地、避難所、要配慮者利用施設を優先的に県と連携し、防災・安全交付金活用事業（急 

傾斜地崩壊対策事業）を進めていく必要がある。 

・道路法面の落石・崩壊による被害の発生を防ぐため、法面対策工事を計画的に進めていく必

要がある。 

 

【道路ネットワークの整備】 

・大規模災害後も生命に関わる物資の供給や救援活動に支障が生じないよう、最低限、緊急車 

両が通行できる機能を確保する必要がある。そのためには、防災安全交付金、道路メンテナン 

ス事業による橋梁の耐震化等の道路施設長寿命化や崩落決壊防止等を推進していく必要があ
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る。 

 

【地籍調査の推進】 

・土地の境界確認が円滑に行われることが、迅速な復旧・復興に繋がるため、社会資本総合交付 

金（防災安全交付金）や、地籍調査費（負担金）等を活用し、地籍調査事業を引き続き推進し

ていく必要がある。 

 

重要業績指標（ＫＰＩ） 

指標名 <現状値> <目標値> 

○急傾斜地の崩壊対策 

村内で対策済みの急傾斜崩壊危険区域（再掲） 0 箇所（Ｒ2） 1 箇所（Ｒ7） 

○道路ネットワークの整備 

橋梁の耐震補強（再掲） 0 橋（Ｒ2） 2 橋（Ｒ7） 

○地籍調査の推進 

 地籍調査進捗率 41％（Ｒ2） 53％（Ｒ7） 
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別紙 2 

施策分野ごとの脆弱性評価 

 

（１）行政機能 ～公助の強化～ 

【庁舎等の防災拠点機能の確保】 

・防災拠点である本庁舎そのものが被災する可能性や、周辺インフラの被災によって機能不全 

が発生する可能性があるため、災害時優先実務が持続できるよう、必要な施設・設備の更新と 

将来の庁舎老朽化対策を検討する必要がある。 

・本庁舎が被災し機能不全となった場合の代替拠点に対し、必要な資機材等を整備し、バック 

アップ機能の強化を図る必要がある。 

 

【村所有建築物の耐震化】 

・村所有の多くは、災害時の指定避難所として活用されることから耐震面に懸念のある建物に

ついては、村総合計画及び東白川村公共施設等総合管理計画に基づき耐震化を行う必要があ

る。 

 

【避難施設の確保】 

・災害に備え、指定緊急避難所 34 施設を指定している。引き続き、適切な維持管理に努め、老 

朽化等に伴い統廃合される施設の代替施設として民間施設の利用について検討していく必要

がある。 

・主に神土地区住民の指定避難所として役割を担っている東白川中学校体育館は老朽化してい 

るため、大規模改修を行うとともに、併せて防災機能の向上を図る必要がある。 

 

【避難所機能の整備】 

・東日本大震災を機に各集落に備蓄倉庫を設置し、計画的に備蓄品を整備してきた。引き続き 

  備蓄倉庫の拡充、備蓄品及び設備等の適切な管理と更新に努める。 

・避難所生活が少しでも快適に過ごせるよう、トイレの水洗化、バリアフリー化等を計画的に 

整備する必要がある。 

 

【避難所の感染症対策】 

・避難所における感染症対策として、感染症対策に必要な物資・資材を計画的に整備する必要

がある。 

・災害や被災者の状況によっては、指定避難所以外の避難所開設や親戚や友人の家等への避難 

など事前に対応を検討する必要がある。 

 

【業務の継続体制の強化（BCP）】 

・災害時に備え、非常時優先業務の選定、職員の参集体制等について、周知徹底や訓練を行うと

ともに、常に最新の状況に反映した計画となるよう点検を実施する必要がある。 
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・職員やその家族が被災することにより登庁できない事態を回避するため、研修等により職員

の防災意識を高め、自助実践率を高める必要がある。 

・職員用食料、飲料水、庁舎用非常電源等は確保しているが、充足数には達していないので、必

要な物資の備蓄を推進し、非常時優先業務の環境を確保する必要がある。 

 

【授援体制の整備】 

・災害相互応援協定により、他自治体等からの応援を受けられることとなっていることから、

早急に東白川村災害時授援計画を作成し、円滑な受入体制を構築する必要がある。 

 

【ライフライン事業者との協力連携の強化】 

・ライフライン事業者の復旧拠点地の利用に関する協定を締結するなど、ライフラインの復旧

への協力体制を推進する必要がある。 

・平常時からの情報交換を行うとともに、平時からの連携を密にし、総合防災訓練へ関係事業

者に参加いただくなど、引き続き連携の強化に努める必要がある。 

 

【道路等の復旧に係る協定締結】 

・関係団体による被害調査や応急復旧活動の協力について、協定を締結するなど、ライフライ

ンの復旧への協力体制を推進する必要がある。 

・平常時からの情報交換を行うとともに、平時からの連携を密にし、総合防災訓練へ関係事業

者に参加いただくなど、引き続き連携の強化に努める必要がある。 

 

【切れ目のない被災者生活再建支援】 

・各種支援施策、支援窓口（民間ボランティアやＮＰＯ法人等を含む。）、具体的な手続き方法、 

留意点などを盛り込んだ「生活支援制度ガイドブック」（仮称）の作成やワンストップ窓口の

設置などにより、被災者が被災直後から生活再建に至るまでの各フェーズに応じた切れ目の

ない支援が受けられる取り組みを促進する必要がある。 

 

【消防・防災力の強化】 

・大規模地震が発生した場合の火災に備え、防火水槽の耐震化や水利確保するために必要な誘 

  導路の整備を計画的に推進する必要がある。 

・少子化・過疎化の地域では、個人の事情に関係なく消防団員のなり手が少なく、団員確保が困 

  難であるため、団員活動のあり方について検討する一方、「自らの地域は自ら守る」という郷

土愛の精神に基づき団員確保に引き続き努める必要がある。 

・防災意識向上を図るため、総合防災訓練、防災士取得助成事業を継続していく必要がある。 

・現在の災害協力締結を引き続き維持するとともに、県外を含む他市町村や民間企業と新たな 

  協定を構築していく必要がある。 

・応援協定に基づく連携体制が円滑に実施できるように、平素からの締結自治体間での定期的 

  な会合等を開催し、首長を始め職員同士連絡し合える関係づくりに努める必要がある。 
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・大規模災害が発生した際のボランティア活動に対し、初期対応が遅れることのないよう、東

白川村社会福祉協議会などの関係機関と蜜に連携し、計画的に「災害ボランティアセンター」

の設置訓練を実施する必要がある。 

 

【救命救急体制の充実】 

・多数の重症者が発生した場合、救急車が確保できず救急活動が遅れるおそれがある。確保で 

  きない場合は、消防団や自主防災会等の協力により搬送する必要があることから、各種団体 

  等への救命講習の実施を推進する必要がある。 

 

【放送ネットワークの整備】 

・平成 17 年に農村振興地域情報基盤整備事業で整備したＨＦＣケーブルネットワークを令和元 

年度にＦＴＴＨ化に整備し、災害時等の確実かつ安定的な情報伝達の確保を図ったところで

あるが、今後も災害時に確実に機能するよう、雷・台風対策など適切な維持管理を進める必要

がある。 

 

【情報伝達ツールの多重化】 

・避難勧告や南海トラフ地震臨時情報等の緊急情報を迅速かつ確実に伝達するため、ＣＡＴＶ 

端末放送や、すぐメールを導入し、発信の迅速化に努めているが、さらに多様なツールを確保

するため、スマートフォンを利用した防災対策アプリの導入など一層の充実や迅速化を図る

必要がある。 

 

（２）交通・物流 ～交通ネットワークの強化～ 

【道路ネットワークの整備】 

・大規模災害後も生命に関わる物資の供給や救援活動に支障が生じないよう、最低限、緊急車 

両が通行できる機能を確保する必要がある。そのためには、防災安全交付金、道路メンテナン

ス事業による橋梁の耐震化等の道路施設長寿命化や崩落決壊防止等を推進していく必要があ

る。 

 

【道路情報の収集・提供】 

・大規模災害時、迅速な復旧や物資輸送等の混乱を回避するため、道路情報の収集及び情報提 

供システムの構築を検討する。 

 

【孤立・雪害・凍結対策】 

・本村の９割を山地が占める村の地形的特性上、孤立予想集落が存在しており、大規模災害 

等により集落の孤立が多発した場合には、長期間にわたり孤立状態が続くことが懸念される

ため、道路整備等による孤立集落対策を実施する必要がある。また、耕作放棄地となった農地

等を災害時の活動拠点として、ヘリコプター臨時離着陸場の整備を検討する。 

・集落が孤立しても自立的な生活が継続できるよう、飲料水、食料、生活用品等の個人での備蓄 
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（１週間程度）の充実を促進する必要がある。 

・孤立集落に支援を行う上で通信の確保は不可欠であることから、固定電話、携帯電話共に 

  使用できない場合の衛星電話などの通信手段や非常用電源の確保を促進する必要がある。 

・本村全域で積雪や凍結による通行支障が生じることから、早期に通行の確保をするために、 

  除雪委託業者との連携強化を図るとともに、凍結防止剤の不足にならないよう必要数の確保

に努める必要がある。 

・道路凍結解消対策として、日照支障木の伐採事業を継続して実施していく必要がある。 

 

（３）国土保全 ～河川・砂防・治山対策～ 

【急傾斜地の崩壊対策】 

・村内には、9 箇所の急傾斜地崩壊危険区域があり、未だ着手できない箇所が数多くある。住宅 

密集地、避難所、要配慮者利用施設を優先的に県と連携し、防災・安全交付金活用事業（急傾 

斜地崩壊対策事業）を進めていく必要がある。 

 

【狭あい道路の拡幅】 

・狭あい道路は、消火・救急活動や災害時の避難の妨げになることから、地権者の承諾を前提に 

  防災安全交付金 住環境整備事業（狭あい道路整備事業）にとり、道路拡幅工事を推進してい 

く必要がある。 

 

【地籍調査の推進】 

・土地の境界確認が円滑に行われることが、迅速な復旧・復興に繋がるため、社会資本整備総合 

  交付金（防災安全交付金）や地籍調査費（負担金）等を活用し、地籍調査事業を引き続き推進 

していく必要がある。 

 

【治山対策】 

・山地における自然災害を最小限に防止するため、山地災害が危惧されている箇所については、 

早期着工に向けて県へ要望活動を引き続き行い、事業の推進に当たっては村が協力をする 

必要がある。 

 

【河川・水路施設等の整備】 

・ゲリラ豪雨・台風の大型化により、水害が頻発化・激甚化してきており、さらに、地球温暖化 

  に伴い災害リスクが高まることが予想される。そのため、ハード・ソフト対策の両面で地域の

特性を踏まえた防災・減災対策を推進していく必要がある。 

・土石流特別警戒区域で避難所、要配慮者施設がある河川については、県と連携し防災安全交

付金砂防事業等を推進していく必要がある。 

 

【河川・水路施設等の維持管理対策】 

・村が管理する河川構造物等について、制御不能な二次災害を発生させないために適切な維持 
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  管理を行う必要がある。 

 

（４）農林水産 ～災害に強い農地・森林づくり～ 

【農地の有効活用】 

・農地は、延焼防止や緊急時の退避場所、復旧資材の仮置場等の機能が果たし得るため、それら 

の機能が発揮されるよう管理に努める必要がある。 

 

【農地・農業水利施設等の適切な管理】 

・安定した食糧供給と国土保全機能を維持するため、中山間地域農業農村総合整備事業を推進

し、老朽化した施設の修繕に努める必要がある。 

・農地・農業施設の維持管理について、地元の管理組織の体制整備を支援する必要がある。 

 

【農業用ため池の防災対策】 

・生命、財産に影響を与えるおそれがある農業用ため池については、点検・調査を実施し、計画 

的な整備等を進め、対策を必要とするため池については、ハード対策を順次進める。また、危 

険箇所周知のため、ため池ハザードマップを作成し、住民の一層の周知に努める必要がある。 

 

【災害に強い森林づくり】 

・豪雨による山地災害等を防止するため、森林の多面的機能の持続的な発揮に向け、引き続き 

  人工林の針広混交林化や、間伐等の森林整備を計画的に推進する必要がある。 

・適切に管理が行われていない森林については、森林環境譲与税の導入とあわせて施行された 

  森林経営管理制度を活用し、村主体の森林整備を促進する必要がある。 

・１００年の森林づくり構想事業の施策を進め、適地植林の森林整備事業を図る必要がある。 

・林業・製材業・建築業担い手育成事業による林業の担い手・育成を推進する必要がある。 

 

【農林道の整備】 

・地域交通ネットワークの強化及び孤立集落発生防止のため、計画的に農林道の整備・修繕及  

  び橋梁の耐震対策を推進する必要がある。 

・基幹農道は、農山漁村地域整備交付金（農業農村基盤整備）により、農道整備、橋梁耐震化に

努める必要がある。 

 

【鳥獣被害防止対策の推進】 

・農林従事者や狩猟免許保持者の減少により、野生鳥獣を適切に管理する機能が低下しており、 

鳥獣による農林業被害の拡大と鳥獣被害による耕作放棄地の拡大が生じていることから、農

地や森林の多目的機能の低下を防ぐため、東白川村鳥獣被害防止計画を基に鳥獣被害防止対

策事業交付金等を活用し、鳥獣の進入防止や捕獲による個体数の調整等、ソフト・ハード両面

にわたる総合的な対策を推進する必要がある。 

・有害鳥獣捕獲隊の担い手の高齢化及び後継者不足解消のため、新たな担い手の育成及び地域
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での捕獲の支援を推進する必要がある。 

 

【都市との交流促進】 

・地域資源（農地、山林、イベント等）を活用した都市との交流を通して、多様な人材の移住・ 

定住を促進する必要がある。 

 

（５）住宅・土地利用 ～災害に強いまちづくり～ 

【民間住宅の耐震調査及び耐震化の促進】 

・公共建築物と比較すると耐震化が進んでいない状況であることから、イベントや広報誌等に 

  よる耐震化の重要性、必要性についての普及啓発を行う必要がある。 

・また、耐震診断や耐震補強補助については、現行補助制度の見直しを含め一層推進し、旧基準

建築物の耐震改修工事、建て替えの促進を図る必要がある。 

 

【空き家対策】 

・村内には 150 軒近くの空き家があり、その多くは大規模災害発生時に倒壊するおそれがあり、 

  道路の閉塞や火災の要因となることから、日頃から所有者と連絡を取りあい、空き家バンク 

の登録、空き家対策総合支援事業や村の補助を活用した空き家の活用、危険家屋の解体など

総合的な空き家対策を積極的に講じていく必要がある。 

 

【ブロック塀の除去推進】 

・本村が実施した調査では、現行基準に適合しないブロック塀は存在していないが、今後は定 

期的に安全点検を実施するとともに、現行基準に適合しないブロック塀の除去・改修に対す 

る村の補助制度を創設し、ブロック塀の除去等の推進に努める必要がある。 

 

【給水体制の構築】 

・渇水対策として、既存の資機材の活用を図るほか、大規模地震や長時間停電に備え給水袋の 

各戸配布や給水車の整備を検討する必要がある。 

 

【休耕地等の有効利用（避難所、ヘリ臨時離着陸場）】 

・農業者の高齢化等により耕作放棄地となった農地を広域避難所やヘリコプター臨時離着陸場 

  等の災害時の活動拠点として、有効利用方法を検討する必要がある。 
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（６）保健・医療・福祉 ～医療救護体制確保及び要配慮者への支援～ 

【医療救護体制の充実】 

・大規模災害時における医療・救護活動は、岐阜県地震災害等医療救護計画により実施し、今後 

も加茂医師会、加茂歯科医師会等との連携強化などにより、災害時の医療救護体制の充実を 

図る必要がある。 

 

【医療・介護人材の確保及び人材育成】 

・災害時の医療、救助活動における医療班は、国保診療所医療スタッフをもって編成されるこ 

とから、計画的な医療人材の確保と県・医師会等と連携を図り人材育成に努める必要がある。 

 

【通院支援バスのシステム化】 

・高齢者、障がい者等に対して実施している通院・買い物支援バスが災害時における避難支援

バスとして活用できるよう担当部局と連携し、システム化を図る必要がある。 

 

【福祉施設（民間含む）の耐震化】 

・民間を含む社会福祉施設に対して、あらゆる機会を活用して耐震化を促し耐震化率の向上を 

  図る必要がある。 

 

【感染予防対策】 

・衛生環境の悪化による感染症等の発生及び拡大防止のため、マスク、消毒液等の備蓄や配布 

体制の強化について、関係機関と検討する必要がある。 

・予防接種により罹患を抑制できる感染症については、予防接種率向上を図るため、CATV や

健康教室等を活用し、医師や保健師により接種を呼びかける必要がある。 

・新型インフルエンザ等対策特別措置法に該当する新型ウイルス等による感染拡大防止対策 

のため、県・医療機関等と連携を強化しながら、対応マニュアルの策定や各部局間で情報の共 

有化を図り、また、定期的な研修を実施する必要がある。 

 

（７）産業 ～サプライチェーンの確保、風評被害防止対策～ 

【ＢＣＰ（事業継続計画）等の策定支援】 

・村内企業のＢＣＰ策定支援や中小企業が策定する「事業継続力強化計画」の策定支援を行い、 

  企業等の災害への対策強化を推進する必要がある。 

・企業内へのＢＣＰ定着を推進するため、ＢＣＰ策定後の事業者を対象とした運用後のフォロ 

ーアップを行う必要がある。 

  

【建設業ＢＣＭの普及・策定支援】 

・地域の復旧・復興において重要な役割を果たす建設業の事業継続力向上を図るため、村と災 

害応援協定を締結する建設業者等が取り組むＢＣＭ（事業継続マネジメント）を認定する制 

度の普及、策定に向けた支援を実施する必要がある。 
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【観光地等の風評被害防止対策の推進】 

・大規模災害発生時には、被災していない地域まで被災しているとの風評被害が発生する場合 

  があることから、国内外に正確な情報を発信するとともに、タイミングを見極めながらプロ 

モーション支援等の適切な対応を実施する。 

 

（８）ライフライン・情報通信 ～生活基盤の維持～ 

【総合的な大規模停電対策の推進】 

・暴風・豪雪に伴う停電発生を未然に防止するため、村、電気事業者及び県関係部署が連携して 

事業計画を作成し、危険樹木の事前伐採を効果的かつ効率的に推進する必要がある。 

・村（避難所を含む）、医療機関や社会福祉施設等が備蓄・保有する非常用発電機の数量、規格、 

燃料補給体制などについて総点検を行うとともに、電源車や非常用発電機の配備、燃料の供 

給に関する電気事業者、災害時協定締結団体等との連携を強化し、停電が長期化した際にも 

代替的な電源が迅速かつ円滑に確保される仕組みを整備する必要がある。 

・平時から電気事業者とのホットラインなど「顔の見える」関係を構築するとともに、停電発生 

  に備えた村災害対策本部への情報連絡員の派遣、早期復旧を図るための被害状況、道路啓開

等に関する情報や普及計画の共有及び連携方策、電源車の配備等について、電気事業者との

協定締結により連携・協力体制を強化する必要がある。 

・停電時の住民の不安や混乱を軽減するため、村は電気事業者、県と相互に連携して多用な情  

  報伝達手段を活用してきめ細やかな情報発信を行う必要がある。 

・強風、大雪等による停電及びこれらに起因する被害を抑制するため、電線周辺の倒木のおそ 

  れがある立木の伐採を令和元年度から県及び電力会社の補助を受け、ライフライン保全対策 

  事業として実施しているが、事業期間終了後においても引き続き実施できるよう検討する必  

  要がある。 

 

【上下水道施設の耐震・老朽化対策の推進】 

・村の公共施設等総合管理計画における将来の見通しとして、簡易水道が令和 14 年度、下水道 

  が令和 30 年度より更新を計画しているが、更新時期に法定点検に加え、必要に応じて任意の

点検を行い、施設設備の劣化状況、安全性等を把握し、その診断結果をもとに、総合計画との

整合性を図りながら効率的に推進する必要がある。 

 

【合併浄化槽への転換推進】 

・老朽化した単独処理浄化槽から合併浄化槽への転換を循環型社会形成推進交付金（浄化槽分）

により引き続き促進する必要がある。   

 

【分散型電源としての再生可能エネルギーの活用】 

・木質バイオマス発電や小水力発電施設など、地域資源を活用した再生可能エネルギー等の自 

立・分散型エネルギーの創出と活用の取り組みを検討する必要がある。 
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【道路啓開の迅速な実施】 

・緊急輸送道路や孤立のおそれのある集落に通じる道路沿いの民有樹木の伐採を引き続き推進 

  するとともに、道路啓開計画を作成し、対応が確実かつ迅速に実施できるよう、関係機関と連

携した訓練を実施する必要がある。 

 

【電気事業者の災害対応力強化】 

・電力の長期供給停止を発生させないため、電気設備の自然災害に対する耐性評価の結果に基  

  づき、電力ネットワーク（発変電所、送配電設備）の災害対応力強化及び復旧の迅速化を図る

とともに、他電気事業者からの応援要員を含めた人員確保、ドローンを活用した迅速な被災

状況の把握など、早期復旧のための体制を強化する必要がある。 

 

【情報通信事業者の災害対応力強化】 

・災害時に備え、避難施設等帰宅困難者の一時避難場所等における早期通信手段の確保のため 

  の特設公衆電話の事前設置を県と調整・連携の上、計画的に推進する必要がある。 

・災害時の通信途絶を迅速に復旧するため、平時から「顔の見える」関係を構築し、被災状況、 

  道路啓開等に関する情報や復旧計画を共有するなど、県や関係機関との連携体制の強化を図

る必要がある。 

 

【ガス事業者の災害対応力強化】 

・災害時にガス供給を迅速に復旧するため、ＬＰガス供給事業者、配管設備事業者等と平時か

ら「顔の見える」関係を構築し、被災状況、道路啓開等に関する情報や復旧計画を共有するな

ど、県や関係機関との連携体制の強化を図る必要がある。 

 

【災害用バルク供給システムの導入】 

・熱源確保のため、医療・救護や避難場所となる国保診療所及び附属老人保健施設の建設にあ 

  わせて、ＬＰガスバルク供給システムを導入したが、導入施設の拡大を図る必要がある。 

 

（９）環境 ～廃棄物及び有害物質対策～ 

【災害廃棄物対策の推進】 

・災害廃棄物の迅速な処理を行うため、災害発生直後の速やかな仮置場の設営及び管理、県と 

  の連絡調整など、災害を想定した演習及び研修会に積極的に参加することで、災害廃棄物処

理計画の実効性を確保し、災害廃棄物の処理体制の強化を図る必要がある。 

 

【有害物質対策の検討】 

・アスベストや科学物資等の有害物質の飛散・流出対策については、大規模災害発生時に迅速 

な対応をするための課題を整理・検討する必要がある。 
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【河川に流出したごみ等の撤去】 

・河積を阻害している立木・河道内樹木の撤去等、災害の発生防止を図る取り組みにあわせて、 

  災害発生時に流出したごみを適正に撤去・処分するなどにより河川環境の保全を図る必要が 

  ある。 

 

（１０）リスクコミュニケーション/防災教育・人材育成 

【防災教育の推進】 

・自助と共助の底上げを図るため、過去の災害を知る、ハザードマップを確認する、地域の防災 

訓練に参加する、防災キャンプを行うなど具体的な目標を折り込んだ新たな行動計画を定め 

た「災害から命を守る岐阜県民運動」を子どもから高齢者まで全ての世代を対象として展開 

する。また、運動の参加を促すため、家庭、自主防災組織など地域、学校、企業等と連携し推 

進を図る必要がある。 

・平成 30 年度に公表された内陸直下型地震に係る震度分布解析・被害想定調査を踏まえ事前の 

  備え等について周知を図るため、村民向けに分かりやすい啓発資料を作成するとともに、地

震ハザードマップを作成する必要がある。 

・「自らの命は自らが守る」という自助の意識を醸成するため、保育園、小中学校において、毎

年、避難訓練とあわせ災害リスクや災害時にとるべき避難行動の理解促進等を図る防災教育

を実施する必要がある。 

  ・防災教育を学校の実情に応じた実効性のあるものとするため、各学校の課題に応じた専門家・

関係機関による指導を行うとともに、教職員を対象とした研修講座等、防災に関する研修の

充実を図る必要がある。 

 

【適切な避難行動の周知啓発】 

  ・浸水が始まった段階での避難場所への移動、いわゆる「水平避難」は、水路の落下等様々な 

危険を伴うため、ハザードマップ等を活用し、水害リスクと併せて「垂直避難」「屋内避難」

など状況に応じた適切な避難行動を行う必要性について、周知を進める必要がある。 

  ・土砂災害は、特別警戒区域では一般住宅が土砂によって損壊するおそれがあるなど、早期の

立退き避難が求められることから、ハザードマップ等を活用し、土砂災害警戒区域の箇所と

併せて、適切な避難行動について、周知啓発を進める必要がある。 

 

【住民主体での避難対策の強化】 

・風水害に備え、住民一人ひとりが自らの災害リスクを我が事として捉え、あらかじめ避難の 

タイミングと手順を定める「災害・避難カード」を作成する取り組みを推進し、住民主体での

適時・適切な避難行動につなげる必要がある。 

・南海トラフ地震臨時情報について村民への周知を図り認知度を高めるとともに、同情報が発 

表された際に適切な対応がとれるよう普及啓発を行う。あわせて、臨時情報（巨大地震警戒） 

の発表に備え、土砂災害特別警戒区域など事前に避難が必要な地域に居住する住民等を対象 

にとるべき行動の理解を深める必要がある。 
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【要配慮者支援の推進】 

・一人暮らしの高齢者や障がい者など避難行動要支援者の逃げ遅れを防ぐため、要支援者名簿 

を警察や消防機関等へ事前に提供する取り組みに加え、自主防災会や社会福祉協議会、民生 

委員、ケアマネジャー等と連携した取り組みを行う必要がある。 

・平成２９年の水防法及び土砂災害防止法の改正により要配慮者利用施設に義務付けられた避 

難確保計画の作成及び避難訓練の実施を支援する必要がある。 

 

【防災人材の育成】 

・「清流の国ぎふ防災・減災センター」等で開催される防災リーダー育成に対する支援を引き 

続き行い、育成した人材が自主防災組織等と連携を深めそれぞれの地域で活躍できる機会の 

創出を促進する必要がある。 

 

【家具固定の推進】 

・過去の地震災害における死傷者のうち、家具類の転倒・落下・移動による割合が高いことか 

ら、家具固定の必要性を総合防災訓練や防災教育などを活用し、あらゆる世代に普及させる。

また、取り付けができない高齢者等向けに、消防団員による固定器具の取り付け支援を進め

る。 

【個人備蓄の推進】 

・大規模災害発生後には、物資供給の停滞により、必要な食料等の入手が困難となる可能性が 

あるため、家庭等における最低 3 日分（推奨１週間）の備蓄促進に向けた啓発を行う必要が 

ある。 

 

【コミュニティ活動の担い手育成】 

・災害時に｢共助｣の力を発揮するためにも、平時からのコミュニティ活力維持を図る必要があ 

ることから、県と連携し、地域ごとの状況や地域の抱える課題に即した講座を実施し、地域づ 

くり活動を実践できる人材を養成する必要がある。 

・地域のコミュニティとして様々な活動と地域活動を組み合わせること等により、災害による 

被害を予防し、軽減するための自主防災組織の育成・活動を促進する必要がある。 

 

【建設業の担い手育成・確保】 

・地域の復旧・復興の中心となる建設業を担う人材の育成・確保を図るため、施工時期の平準 

化、週休２日制の導入や現場環境の改善等を進めるほか、県と連携し、ＩＣＴの活用による生

産性向上等により魅力ある労働環境を整備し、あわせて技術力・生産性向上を目的とした研

修、現場見学会など担い手確保につながる魅力発信等を行い、将来にわたって希望と誇りを

持てる建設業の確立を支援する必要がある。 
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（１１）官民連携 

【支援物資供給に係る官民の連携体制の強化】 

・生活必需品や医療救護、緊急体制など災害時における応援協定を各分野で締結しており、引 

き続き新たな協定締結先の検討を進める。また、災害時において活動できるよう、各協定締結 

団体と平時から「顔の見える」関係を構築し、実践的な共同訓練を行う必要がある。 

・大規模災害発生時の消防水利を確保するため、防火水槽、誘導路の整備を図る必要がある。 

 

【災害ボランティアの受入・連携体制の構築、支援職員の養成】 

・大規模災害発生時に行政、社会福祉協議会、ＮＰＯ・災害ボランティア団体等が連携・協働し 

て行くための「東白川村災害ボランティア連絡調整会議（仮称）」を速やかに設置し、ボラン 

ティアの受入体制を整備するため、平時から関係機関との意見交換や研修・訓練などを通じ 

て、「顔の見える」関係づくりを進め、多様な主体との連携・協働を図る必要がある。 

・大規模災害時における迅速かつ継続的な支援に備えるため、災害ボランティアセンター支援 

などを担う災害ボランティア支援職員を養成する必要がある。 

・倒木処理など専門技術を要するニーズに対応するため、森林組合や土木建設業者等の連携を

構築する必要がある。 

 

（１２）メンテナンス・老朽化対策 

【公共施設の総合的な管理計画】 

・高度経済成長期に整備した公共施設等が大規模修繕や建て替えを行う時期を迎えていること 

から、総合的かつ計画的な視点で施設の更新・長寿命化などを実施するため「東白川村公共施 

設等総合管理計画」に基づき実施する必要がある。 

   

【技術職員の確保】 

・社会資本の高齢化が進む中、村では技術系職員が不足しているため、職員採用計画に基づき 

採用の確保に努めるほか、国・県の支援による技術職員の確保に努める必要がある。 
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別紙 3 

起きてはならない最悪の事態ごとの推進方針 

 

１．大規模自然災害が発生したときでも人命の保護が最大限図られる 

1-1）巨大地震による住宅・建築物の倒壊や大規模火災に伴う甚大な人的被害の発生 

【村有建築物の耐震化】 

・村所有の多くは、災害時の指定避難所として活用されることから耐震面に懸念のある建物に  

  ついては、村総合計画及び東白川村公共施設等総合管理計画に基づき耐震化を進める。 

 

【避難施設の確保】 

・災害に備え、指定緊急避難所 34 施設を指定している。引き続き、適切な維持管理を行い、老

朽化等に伴い統廃合される施設の代替施設として民間施設の利用について検討する。 

 

【民間住宅の耐震調査及び耐震化の促進】 

・公共建築物と比較すると耐震化が進んでいない状況であることから、イベントや広報誌等に 

  よる耐震化の重要性、必要性についての普及啓発を行う。 

・耐震診断や耐震補強補助については、現行補助制度の見直しを含め一層推進し、旧基準建築

物の耐震改修工事、建て替えの促進を図る。 

 

【空き家対策】 

・村内には 150 軒近くの空き家があり、その多くは大規模災害発生時に倒壊するおそれがあり、 

  道路の閉塞や火災の要因となることから、日頃から所有者と連絡を取りあい、空き家バンク 

の登録、空き家対策総合支援事業や村の補助を活用した空き家の活用、危険家屋の解体など

総合的な空き家対策を積極的に講じていく必要がある。 

 

【ブロック塀の除去推進】 

・本村が実施した調査では、現行基準に適合しないブロック塀は存在していないが、今後は定 

期的に安全点検を実施するとともに、現行基準に適合しないブロック塀の除去・改修に対す 

る村の補助制度を創設し、ブロック塀の除去等の推進に努める。 

 

【家具固定の推進】 

・過去の地震災害における死傷者のうち、家具類の転倒・落下・移動による割合が高いことか

ら、家具固定の必要性を総合防災訓練や防災教育などを活用し、あらゆる世代に普及させる。

また、取り付けができない高齢者等向けに、消防団員による固定器具の取り付け支援を進め

る。 

【農地の有効活用】 

・農地は、延焼防止や緊急時の退避場所、復旧資材の仮置場等の機能が果たし得るため、それら 

の機能が発揮されるよう努める。 
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【消防・防災力の強化】 

・大規模地震が発生した場合の火災に備え、防火水槽の耐震化や水利確保するために必要な誘 

  導路の整備を計画的に推進する。 

・現在の災害協力締結を引き続き維持するとともに、県外を含む他市町村や民間企業と新たな 

  協定を構築していく。 

・大規模災害が発生した際のボランティア活動に対し、初期対応が遅れることのないよう、東

白川村社会福祉協議会などの関係機関と蜜に連携し、計画的に「災害ボランティアセンター」

の設置訓練を実施する。 

 

【道路啓開の迅速な実施】 

 ・緊急輸送道路や孤立のおそれのある集落に通じる道路沿いの民有樹木の伐採を引き続き推進 

  するとともに、道路啓開計画を作成し、対応が確実かつ迅速に実施できるよう、関係機関と連 

携した訓練を検討する。 

 

【公共施設の総合的な管理計画】 

・高度経済成長期に整備した公共施設等が大規模修繕や建て替えを行う時期を迎えていること 

から、総合的かつ計画的な視点で施設の更新・長寿命化などを実施するため「東白川村公共施 

設等総合管理計画」に基づき実施する。 

 

 

1-2）集中豪雨による大規模土砂災害に伴う人的被害の発生 

【急傾斜地の崩壊対策】 

・村内には、9 箇所の急傾斜地崩壊危険区域があり、未だ着手できない箇所が数多くある。住宅 

密集地、避難所、要配慮者利用施設を優先的に県と連携し、防災・安全交付金活用事業（急傾 

斜地崩壊対策事業）の促進に努める。 

・道路法面の落石・崩壊による被害の発生を防ぐため、法面対策工事を計画的に進める。 

 

【災害に強い森林づくり】 

・豪雨による山地災害等を防止するため、森林の多面的機能の持続的な発揮に向け、引き続き 

  人工林の針広混交林化や、間伐等の森林整備を計画的に推進する。 

・適切に管理が行われていない森林については、森林環境譲与税の導入とあわせて施行された  

  森林経営管理制度を活用し、村主体の森林整備を促進する。 

・１００年の森林づくり構想事業の施策を進め、適地植林の森林整備事業を推進する。 
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1-3）情報伝達の不備等による避難行動の遅れ等に伴う被害の拡大 

【消防・防災力の強化】 

・防災意識向上を図るため、総合防災訓練、防災士取得助成事業を継続していく。 

 

【情報通信事業者の災害対応力強化】 

・災害時に備え、避難施設等帰宅困難者の一時避難場所等における早期通信手段の確保のため    

の特設公衆電話の事前設置を県と調整・連携の上、計画的に推進する。 

・災害時の通信途絶を迅速に復旧するため、平時から「顔の見える」関係を構築し、被災状 

況、道路啓開等に関する情報や復旧計画を共有するなど、県や関係機関との連携体制の強 

化を図っていく。 

 

【放送ネットワークの整備】 

・平成 17 年に農村振興地域情報基盤整備事業で整備したＨＦＣケーブルネットワークを令和元 

年度にＦＴＴＨ化に整備し、災害時等の確実かつ安定的な情報伝達の確保を図ったところで

あるが、今後も災害時に確実に機能するよう、雷・台風対策など適切な維持管理を進める。 

 

【情報伝達ツールの多重化】 

・避難勧告や南海トラフ地震臨時情報等の緊急情報を迅速かつ確実に伝達するため、ＣＡＴＶ 

端末放送や、すぐメールを導入し、発信の迅速化に努めているが、さらに多様なツールを確保

するため、スマートフォンを利用した防災対策アプリの導入など一層の充実や迅速化を図る。 

 

【防災教育の推進】 

・自助と共助の底上げを図るため、過去の災害を知る、ハザードマップを確認する、地域の防災 

訓練に参加する、防災キャンプを行うなど具体的な目標を折り込んだ新たな行動計画を定め 

た「災害から命を守る岐阜県民運動」を子どもから高齢者まで全ての世代を対象として展開 

する。また、運動の参加を促すため、家庭、自主防災組織など地域、学校、企業等と連携し推 

進を図る。 

 

【要配慮者支援の推進】 

・一人暮らしの高齢者や障がい者など避難行動要支援者の逃げ遅れを防ぐため、要支援者名簿 

を警察や消防機関等へ事前に提供する取り組みに加え、自主防災会や社会福祉協議会、民生 

委員、ケアマネジャー等と連携した取り組みを行う。 
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２．大規模自然災害発生直後から救助・救急、医療活動等が迅速に行われる 

2-1）被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期停止 

【避難所機能の整備】 

・東日本大震災を機に各集落に備蓄倉庫を設置し、計画的に備蓄品を整備してきた。引き続き 

  備蓄倉庫の拡充、備蓄品及び設備等の適切な管理と更新を行う。 

 

【個人備蓄の推進】 

・大規模災害発生後には、物資供給の停滞により、必要な食料等の入手が困難となる可能性が 

あるため、家庭等における最低 3 日分の備蓄促進に向けた啓発に努める。 

 

【授援体制の整備】 

・災害相互応援協定により、他自治体等からの応援を受けられることとなっていることから、

早急に東白川村災害時授援計画を作成し、円滑な受入体制を構築する。 

 

【道路ネットワークの整備】 

・大規模災害後も生命に関わる物資の供給や救援活動に支障が生じないよう、最低限、緊急車 

両が通行できる機能を確保する必要がある。そのためには、防災安全交付金、道路メンテナン

ス事業による橋梁の耐震化等の道路施設長寿命化や崩落決壊防止等を推進していく。 

 

【上下水道施設の耐震・老朽化対策の推進】 

・村の公共施設等総合管理計画における将来の見通しとして、簡易水道が令和 14 年度、下水道 

  が令和 30 年度より更新を計画しているが、更新時期の法定点検に加え、必要に応じて任意の

点検を行い、施設設備の劣化状況、安全性等を把握し、その診断結果をもとに、総合計画との

整合性を図りながら効率的に推進する。 

 

 

2-2）多数かつ長期にわたる孤立集落の同時発生 

【孤立・雪害・凍結対策】 

・本村の９割を山地が占める村の地形的特性上、孤立予想集落が存在しており、大規模災害 

等により集落の孤立が多発した場合には、長期間にわたり孤立状態が続くことが懸念される 

ため、道路整備等による孤立集落対策を実施する。 

・集落が孤立しても自立的な生活が継続できるよう、飲料水、食料、生活用品等の個人での備蓄 

（１週間程度）の充実に努める。 

・孤立集落に支援を行う上で通信の確保は不可欠であることから、固定電話、携帯電話共に 

使用できない場合の衛星電話などの通信手段や非常用電源の確保に努める。 

 

【農林道の整備】 

・地域交通ネットワークの強化及び孤立集落発生防止のため、計画的に農林道の整備・修繕及 
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び橋梁の耐震対策を推進する。 

・基幹農道は、農山漁村地域整備交付金（農業農村基盤整備）により、農道整備、橋梁耐震化に

努める。 

 

【ヘリ臨時離着陸場の整備】 

・孤立集落の災害時の活動拠点として耕作放棄地となった農地等をヘリコプター臨時離着陸場

の整備を検討する。 

 

 

2-3）警察消防等の被災等による救助・救急活動の遅れ及び重大な不足 

【消防・防災力の強化】 

・大規模地震が発生した場合の火災に備え、防火水槽の耐震化や水利確保するために必要な誘 

  導路の整備を計画的に推進する。 

・少子化・過疎化の地域では、個人の事情に関係なく消防団員のなり手が少なく、団員確保が困 

  難であるため、団員活動のあり方について検討する一方、「自らの地域は自ら守る」という郷 

土愛の精神に基づき団員確保に引き続き努める。 

 

【道路ネットワークの整備】 

・大規模災害後も生命に関わる物資の供給や救援活動に支障が生じないよう、最低限、緊急車 

両が通行できる機能を確保する必要がある。そのためには、防災安全交付金、道路メンテナン

ス事業による橋梁の耐震化等の道路施設長寿命化や崩落決壊防止等を推進していく必要があ

る。 

 

【狭あい道路の拡幅】 

・狭あい道路は、消火・救急活動や災害時の避難の妨げになることから、地権者の承諾を前提に 

  防災安全交付金 住環境整備事業（狭あい道路整備事業）にとり、道路拡幅工事を推進してい 

く。 

 

【休耕地等の有効利用（避難所、ヘリ臨時離着陸場）】 

・農業者の高齢化等により耕作放棄地となった農地を広域避難所やヘリコプター臨時離着陸場 

等の災害時の活動拠点として、有効利用方法を検討していく。 

 

 

2-4）医療・福祉施設及び関係者の絶対的不足・被災 

【救命救急体制の充実】 

・多数の重症者が発生した場合、救急車が確保できず救急活動が遅れるおそれがある。確保で 

  きない場合は、消防団や自主防災会等の協力により搬送する必要があることから、各種団体 

  等への救命講習の実施を推進する。 
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【医療救護体制の充実】 

・大規模災害時における医療・救護活動は、岐阜県地震災害等医療救護計画により実施し、今後 

も加茂医師会、加茂歯科医師会等との連携強化などにより、災害時の医療救護体制の充実を 

図る。 

 

【医療・介護人材の確保及び人材育成】 

・災害時の医療、救助活動における医療班は、国保診療所医療スタッフをもって編成されるこ 

とから、計画的な医療人材の確保と県・医師会等と連携を図り人材育成に努める。 

 

【福祉施設（民間含む）の耐震化】 

・民間を含む社会福祉施設に対して、あらゆる機会を活用して耐震化を促し耐震化率の向上を 

図る。 

 

【道路ネットワークの整備】 

・大規模災害後も生命に関わる物資の供給や救援活動に支障が生じないよう、最低限、緊急車

両が通行できる機能を確保する必要がある。そのためには、防災安全交付金、道路メンテナン

ス事業による橋梁の耐震化等の道路施設長寿命化や崩落決壊防止等を推進していく。 

 

 

３．大規模自然災害発生直後から必要不可欠な行政機能は確保する 

3-1）村職員・施設等の被災による行政機能の大幅な低下 

【庁舎等の防災拠点機能の確保】 

・防災拠点である本庁舎そのものが被災する可能性や、周辺インフラの被災によって機能不全 

が発生する可能性があるため、災害時優先実務が持続できるよう、必要な施設・設備の更新と 

将来の庁舎老朽化対策を検討する。 

・本庁舎が被災し機能不全となった場合の代替拠点に対し、必要な資機材等を整備し、バック

アップ機能の強化を図る。 

 

【業務の継続体制の強化（BCP）】 

・災害時に備え、非常時優先業務の選定、職員の参集体制等について、周知徹底や訓練を行うと

ともに、常に最新の状況に反映した計画となるよう点検を実施する。 

・職員やその家族が被災することにより登庁できない事態を回避するため、研修等により職員

の防災意識を高め、自助実践率を高めていく。 

・職員用食料、飲料水、庁舎用非常電源等は確保しているが、充足数には達していないので、必

要な物資の備蓄を推進し、非常時優先業務の環境を確保する。 

 

【授援体制の整備】 



70 
 

・災害相互応援協定により、他自治体等からの応援を受けられることとなっていることから、

早急に東白川村災害時授援計画を作成し、円滑な受入体制の構築に努める。 

 

【切れ目のない被災者生活再建支援】 

・各種支援施策、支援窓口（民間ボランティアやＮＰＯ法人等を含む。）、具体的な手続き方法、

留意点などを盛り込んだ「生活支援制度ガイドブック」（仮称）の作成やワンストップ窓口の

設置などにより、被災者が被災直後から生活再建に至るまでの各フェーズに応じた切れ目の

ない支援が受けられる取り組みを促進する。 

 

４．大規模自然災害発生直後から必要不可欠な情報通信網は確保する 

4-1）情報通信網（ＣＡＴＶ等）の長期停止による災害情報が伝達できない事態 

【放送ネットワークの整備】 

・平成 17 年に農村振興地域情報基盤整備事業で整備したＨＦＣケーブルネットワークを令和元 

年度にＦＴＴＨ化に整備し、災害時等の確実かつ安定的な情報伝達の確保を図ったところで

あるが、今後も災害時に確実に機能するよう、雷・台風対策など適切な維持管理を進める。 

 

【情報伝達ツールの多重化】 

・避難勧告や南海トラフ地震臨時情報等の緊急情報を迅速かつ確実に伝達するため、ＣＡＴＶ 

端末放送や、すぐメールを導入し、発信の迅速化に努めているが、さらに多様なツールを確保

するため、スマートフォンを利用した防災対策アプリの導入など一層の充実や迅速化に努め

る。 

 

【情報通信事業者の災害対応力強化】 

・災害時に備え、避難施設等帰宅困難者の一時避難場所等における早期通信手段の確保のため  

  の特設公衆電話の事前設置を県と調整・連携の上、計画的に推進していく。 

・災害時の通信途絶を迅速に復旧するため、平時から「顔の見える」関係を構築し、被災状況、 

  道路啓開等に関する情報や復旧計画を共有するなど、県や関係機関との連携体制の強化を図

っていく。 

 

５．大規模自然災害発生であっても、生活・経済活動を機能不全に陥らせない 

5-1）サプライチェーンの寸断等による経済活動の麻痺 

【ＢＣＰ（事業継続計画）等の策定支援】 

・村内企業のＢＣＰ策定支援や中小企業が策定する「事業継続力強化計画」の策定支援を行い、 

  企業等の災害への対策強化を推進する。 

・企業内へのＢＣＰ定着を推進するため、ＢＣＰ策定後の事業者を対象とした運用後のフォロ 

ーアップに努める。 

 

【観光地等の風評被害防止対策の推進】 
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・大規模災害発生時には、被災していない地域まで被災しているとの風評被害が発生する場合 

  があることから、国内外に正確な情報を発信するとともに、タイミングを見極めながらプロ 

  モーション支援等の適切な対応に努める。 

 

5-2）幹線が分断する等、基幹的交通ネットワークの長期間にわたる機能停止 

【道路ネットワークの整備】 

・大規模災害後も生命に関わる物資の供給や救援活動に支障が生じないよう、最低限、緊急車

両が通行できる機能を確保する必要がある。そのためには、防災安全交付金、道路メンテナン

ス事業による橋梁の耐震化等の道路施設長寿命化や崩落決壊防止等を推進していく。 

 

【農林道の整備】 

・地域交通ネットワークの強化及び孤立集落発生防止のため、計画的に農林道の整備・修繕及  

び橋梁の耐震対策を推進する。 

・基幹農道は、農山漁村地域整備交付金（農業農村基盤整備）により、農道整備、橋梁耐震化に

努める。 

 

 

5-3）食料や物資の供給の途絶 

【支援物資供給に係る官民の連携体制の強化】 

・生活必需品や医療救護、緊急体制など災害時における応援協定を各分野で締結しており、引 

き続き新たな協定締結先の検討を進める必要がある。また、災害時において活動できるよう、 

各協定締結団体と平時から「顔の見える」関係を構築し、実践的な共同訓練を行っていく。 

 

【農地の有効活用】 

・農地は、延焼防止や緊急時の退避場所、復旧資材の仮置場等の機能が果たし得るため、それら 

の機能が発揮されるよう管理に努める。 

 

【農地・農業水利施設等の適切な管理】 

・安定した食糧供給と国土保全機能を維持するため、中山間地域農業農村総合整備事業を推進

し、老朽化した施設の修繕に努める。 

・農地・農業施設の維持管理について、地元の管理組織の体制整備を支援していく。 

 

６．大規模自然災害発生であっても、生活・経済活動に必要最低限の電気・ガス・上下水道、燃 

料、交通ネットワーク等を確保するとともに、これらの早期復旧を図る 

6-1）ライフライン（電気・ガス、上下水道等）の長期間にわたる機能停止 

【ライフライン事業者との協力連携の強化】 

・ライフライン事業者の復旧拠点地の利用に関する協定を締結するなど、ライフラインの復旧

への協力体制を推進する。 
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・平常時からの情報交換を行うとともに、平時からの連携を密にし、総合防災訓練へ関係事業

者に参加いただくなど、引き続き連携の強化に努める。 

 

【総合的な大規模停電対策の推進】 

・暴風・豪雪に伴う停電発生を未然に防止するため、村、電気事業者及び県関係部署が連携し 

て事業計画を作成し、危険樹木の事前伐採を効果的かつ効率的に推進する必要がある。 

・村（避難所を含む）、医療機関や社会福祉施設等が備蓄・保有する非常用発電機の数量、規格、 

燃料補給体制などについて総点検を行うとともに、電源車や非常用発電機の配備、燃料の供 

給に関する電気事業者、災害時協定締結団体等との連携を強化し、停電が長期化した際にも 

代替的な電源が迅速かつ円滑に確保される仕組みを整備する。 

・平時から電気事業者とのホットラインなど「顔の見える」関係を構築するとともに、停電発生   

  に備えた村災害対策本部への情報連絡員の派遣、早期復旧を図るための被害状況、道路啓開 

等に関する情報や復旧計画の共有及び連携方策、電源車の配備等について、電気事業者との 

協定締結により連携・協力体制の強化に努める。 

・停電時の住民の不安や混乱を軽減するため、村は電気事業者、県と相互に連携して多用な情 

報伝達手段を活用してきめ細やかな情報発信を行っていく。 

・強風、大雪等による停電及びこれらに起因する被害を抑制するため、電線周辺の倒木のおそ  

  れがある立木の伐採を令和元年度から県及び電力会社の補助を受け、ライフライン保全対策  

  事業として実施しているが、事業期間終了後においても引き続き実施していく。 

 

【上下水道施設の耐震・老朽化対策の推進】 

・村の公共施設等総合管理計画における将来の見通しとして、簡易水道が令和 14 年度、下水道 

  が令和 30 年度より更新を計画しているが、更新時期の法定点検に加え、必要に応じて任意の 

点検を行い、施設設備の劣化状況、安全性等を把握し、その診断結果をもとに、総合計画との

整合性を図りながら効率的に推進する。 

 

【合併浄化槽への転換推進】 

・老朽化した単独処理浄化槽から合併浄化槽への転換を循環型社会形成推進交付金（浄化槽分）

により引き続き促進する。 

 

【分散型電源としての再生可能エネルギーの活用】 

・木質バイオマス発電や小水力発電施設など、地域資源を活用した再生可能エネルギー等の自 

立・分散型エネルギーの創出と活用の取り組みを検討する。 

 

【道路啓開の迅速な実施】 

・緊急輸送道路や孤立のおそれのある集落に通じる道路沿いの民有樹木の伐採を引き続き推進 

  するとともに、道路啓開計画を作成し、対応が確実かつ迅速に実施できるよう、関係機関と連

携した訓練を実施する。 
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【電気事業者の災害対応力強化】 

・電力の長期供給停止を発生させないため、電気設備の自然災害に対する耐性評価の結果に基 

  づき、電力ネットワーク（発変電所、送配電設備）の災害対応力強化及び復旧の迅速化を図る

とともに、他電気事業者からの応援要員を含めた人員確保、ドローンを活用した迅速な被災

状況の把握など、早期復旧のための体制強化を図る。 

 

【情報通信事業者の災害対応力強化】 

・災害時に備え、避難施設等帰宅困難者の一時避難場所等における早期通信手段の確保のため 

  の特設公衆電話の事前設置を県と調整・連携の上、計画的に推進する。 

・災害時の通信途絶を迅速に復旧するため、平時から「顔の見える」関係を構築し、被災状況、 

  道路啓開等に関する情報や復旧計画を共有するなど、県や関係機関との連携体制の強化を図

る。 

 

【ガス事業者の災害対応力強化】 

・災害時にガス供給を迅速に復旧するため、ＬＰガス供給事業者、配管設備事業者等と平時か

ら「顔の見える」関係を構築し、被災状況、道路啓開等に関する情報や復旧計画を共有するな

ど、県や関係機関との連携体制の強化を図る。 

 

【災害用バルク供給システムの導入】 

・熱源確保のため、医療・救護や避難場所となる国保診療所及び附属老人保健施設の建設にあ  

わせて、ＬＰガスバルク供給システムを導入したが、導入施設の拡大を図る。 

 

6-2）地域交通ネットワークの分断 

【道路等の復旧に係る協定締結】 

・関係団体による被害調査や応急復旧活動の協力について、協定を締結するなど、ライフライ

ンの復旧への協力体制を推進する。 

・平常時からの情報交換を行うとともに、平時からの連携を密にし、総合防災訓練へ関係事業

者に参加いただくなど、引き続き連携の強化に努める。 

 

【道路ネットワークの整備】 

・大規模災害後も生命に関わる物資の供給や救援活動に支障が生じないよう、最低限、緊急車

両が通行できる機能を確保する必要がある。そのためには、防災安全交付金、道路メンテナン

ス事業による橋梁の耐震化等の道路施設長寿命化や崩落決壊防止等を推進する。 

 

【農林道の整備】 

・地域交通ネットワークの強化及び孤立集落発生防止のため、計画的に農林道の整備・修繕及  

び橋梁の耐震対策を推進する。 



74 
 

・基幹農道は、農山漁村地域整備交付金（農業農村基盤整備）により、農道整備、橋梁耐震化に

努める。 

 

【道路情報の収集・提供】 

・大規模災害時、迅速な復旧や物資輸送等の混乱を回避するため、道路情報の収集及び情報提 

供システムの構築を検討する。 

 

【建設業ＢＣＭの普及・策定支援】 

・地域の復旧・復興において重要な役割を果たす建設業の事業継続力向上を図るため、村と災 

害応援協定を締結する建設業者等が取り組むＢＣＭ（事業継続マネジメント）を認定する制 

度の普及、策定に向けた支援に努める。 

 

【公共施設の総合的な管理計画】 

・高度経済成長期に整備した公共施設等が大規模修繕や建て替えを行う時期を迎えていること 

から、総合的かつ計画的な視点で施設の更新・長寿命化などを実施するため「東白川村公共施 

設等総合管理計画」に基づいた実施に努める。 

 

【技術職員の確保】 

・社会資本の高齢化が進む中、村では技術系職員が不足しているため、職員採用計画に基づき 

採用の確保に努めるほか、国・県の支援による技術職員の確保に努める。 

 

6-3）水源地の土砂崩壊や異常渇水による用水の供給の長期間にわたる途絶 

【治山対策】 

・山地における自然災害を最小限に防止するため、山地災害が危惧されている箇所については、 

早期着工に向けて県へ要望活動を引き続き行い、事業の推進に当たっては村が協力をする。 

 

【給水体制の構築】 

・渇水対策として、既存の資機材の活用を図るほか、大規模地震や長時間停電対策に備え給水

袋の各戸配布や給水車の整備を検討していく。 

 

７．制御不能な二次災害を発生させない 

7-1）密集地での大規模火災発生 

【消防力の強化】 

・大規模地震が発生した場合の火災に備え、防火水槽の耐震化や水利確保するために必要な誘 

  導路の整備を計画的に推進する。 

・少子化・過疎化の地域では、個人の事情に関係なく消防団員のなり手が少なく、団員確保が困

難であるため、団員活動のあり方について検討する一方、「自らの地域は自ら守る」という郷

土愛の精神に基づき団員確保に引き続き努める。 
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・現在の災害協力締結を引続き維持するとともに、県外を含む他市町村や民間企業と新たな協 

定を構築していく。 

 

【狭あい道路の拡幅】 

・狭あい道路は、消火・救急活動や災害時の避難の妨げになることから、地権者の承諾を前提に 

  防災安全交付金 住環境整備事業（狭あい道路整備事業）にとり、道路拡幅工事を推進してい 

く必要がある。 

 

【空き家対策】 

・村内には 150 軒近くの空き家があり、その多くは大規模災害発生時に倒壊するおそれがあり、 

  道路の閉塞や火災の要因となることから、日頃から所有者と連絡を取りあい、空き家バンク 

の登録、空き家対策総合支援事業や村の補助を活用した空き家の活用、危険家屋の解体など

総合的な空き家対策を積極的に講じていく必要がある。 

 

【休耕地等の有効利用（避難所、ヘリ臨時離着陸場）】 

・農業者の高齢化等により耕作放棄地となった農地を広域避難所やヘリコプター臨時離着陸場 

  等の災害時の活動拠点として、有効利用方法を検討する。 

 

 

7-2）貯水池、防災施設等の損壊・機能不全による二次災害の発生 

【河川・水路施設等の維持管理対策】 

・村が管理する河川構造物等について、制御不能な二次災害を発生させないために適切な維持 

管理に努める。 

 

【農業用ため池の防災対策】 

・生命、財産に影響を与えるおそれがある農業用ため池については、点検・調査を実施し、計画 

的な整備等を進め、対策を必要とするため池については、ハード対策を順次進める。また、危 

険箇所周知のため、ため池ハザードマップを作成し、住民の一層の周知に努める。 

 

7-3）農地・森林等の荒廃による被害の拡大 

【農地・農業水利施設等の適切な管理】 

・安定した食糧供給と国土保全機能を維持するため、中山間地域農業農村総合整備事業を推進 

し、老朽化した施設の修繕に努める。 

・農地・農業施設の維持管理について、地元の管理組織の体制整備を支援していく。 

 

【治山対策】 

・山地における自然災害を最小限に防止するため、山地災害が危惧されている箇所については、 

早期着工に向けて県へ要望活動を引き続き行い、事業の推進に当たっては村が協力していく。 
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【災害に強い森林づくり】 

・豪雨による山地災害等を防止するため、森林の多面的機能の持続的な発揮に向け、引き続き  

  人工林の針広混交林化や、間伐等の森林整備を計画的に推進する。 

・適切に管理が行われていない森林については、森林環境譲与税の導入とあわせて施行された  

  森林経営管理制度を活用し、村主体の森林整備を促進する。 

・１００年の森林づくり構想事業の施策を進め、適地植林の森林整備事業を図る必要がある。 

・林業・製材業・建築業担い手育成事業による林業の担い手・育成を推進する。 

 

【鳥獣被害防止対策の推進】 

・農林従事者や狩猟免許保持者の減少により、野生鳥獣を適切に管理する機能が低下しており、 

鳥獣による農林業被害の拡大と鳥獣被害による耕作放棄地の拡大が生じていることから、農

地や森林の多目的機能の低下を防ぐため、東白川村鳥獣被害防止計画を基に鳥獣被害防止対

策事業交付金等を活用し、鳥獣の進入防止や捕獲による個体数の調整等、ソフト・ハード両面

にわたる総合的な対策を推進する。 

・有害鳥獣捕獲隊の担い手の高齢化及び後継者不足解消のため、新たな担い手の育成及び地域

での捕獲の支援を推進する。 

 

【都市との交流促進】 

・地域資源（農地、山林、イベント等）を活用した都市との交流を通して、多様な人材の移住・ 

定住を促進する。 

 

８．大規模自然災害発生後であっても、地域社会・経済が迅速に再建・回復できる条件を整備す 

   る 

8-1）災害廃棄物の処理の停滞等による復旧・復興の大幅な遅れ 

【災害廃棄物対策の推進】 

・災害廃棄物の迅速な処理を行うため、災害発生直後の速やかな仮置場の設営及び管理、県と 

  の連絡調整など、災害を想定した演習及び研修会に積極的に参加することで、災害廃棄物処

理計画の実効性を確保し、災害廃棄物の処理体制の強化を図る。 

 

【有害物質対策の検討】 

・アスベストや科学物資等の有害物質の飛散・流出対策については、大規模災害発生時に迅速 

な対応をするための課題を整理・検討する。 

 

【河川に流出したごみ等の撤去】 

・河積を阻害している立木・河道内樹木の撤去等、災害の発生防止を図る取り組みにあわせて、 

  災害発生時に流出したごみを適正に撤去・処分するなどにより河川環境の保全を図る。 
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8-2）人材等の不足による復旧・復興の大幅な遅れ 

【災害ボランティアの受入・連携体制の構築、支援職員の養成】 

・大規模災害発生時に行政、社会福祉協議会、ＮＰＯ・災害ボランティア団体等が連携・協働し 

て行くための「東白川村災害ボランティア連絡調整会議（仮称）」を速やかに設置し、ボラン 

ティアの受入体制を整備するため、平時から関係機関との意見交換や研修・訓練などを通じ 

て、「顔の見える」関係づくりを進め、多様な主体との連携・協働を図る。 

・大規模災害時における迅速かつ継続的な支援に備えるため、災害ボランティアセンター支援 

などを担う災害ボランティア支援職員の養成に努める。 

・倒木処理など専門技術を要するニーズに対応するため、森林組合や土木建設業者等との連携 

を構築する。 

 

【防災人材の育成】 

・「清流の国ぎふ防災・減災センター」等で開催される防災リーダー育成に対する支援を引き 

続き行い、育成した人材が自主防災組織等と連携を深めそれぞれの地域で活躍できる機会の 

創出を促進する。 

 

【コミュニティ活動の担い手育成】 

・災害時に｢共助｣の力を発揮するためにも、平時からのコミュニティ活力維持を図る必要があ 

ることから、県と連携し、地域ごとの状況や地域の抱える課題に即した講座を実施し、地域づ 

くり活動を実践できる人材の養成に努める。 

・地域のコミュニティとして様々な活動と地域活動を組み合わせること等により、災害による 

被害を予防し、軽減するための自主防災組織の育成・活動を促進する。 

 

【建設業の担い手育成・確保】 

・地域の復旧・復興の中心となる建設業を担う人材の育成・確保を図るため、施工時期の平準 

化、週休２日制の導入や現場環境の改善等を進めるほか、県と連携し、ＩＣＴの活用による生 

産性向上等により魅力ある労働環境を整備し、あわせて技術力・生産性向上を目的とした研 

修、現場見学会など担い手確保につながる魅力発信等を行い、将来にわたって希望と誇りを 

持てる建設業の確立を支援していく。 

 

【技術職員の確保】 

・社会資本の高齢化が進む中、村では技術系職員が不足しているため、職員採用計画に基づき 

採用の確保に努めるほか、国・県の支援による技術職員の確保に努める。 

 

8-3）幹線道路損壊や広域的土砂崩壊等による復旧・復興の大幅な遅れ 

【急傾斜地の崩壊対策】 

・村内には、9 箇所の急傾斜地崩壊危険区域があり、未だ着手できない箇所が数多くある。住宅 

密集地、避難所、要配慮者利用施設を優先的に県と連携し、防災・安全交付金活用事業（急傾 
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斜地崩壊対策事業）を進めていく。 

・道路法面の落石・崩壊による被害の発生を防ぐため、法面対策工事を計画的に進めていく。 

 

【道路ネットワークの整備】 

・大規模災害後も生命に関わる物資の供給や救援活動に支障が生じないよう、最低限、緊急車

両が通行できる機能を確保する必要がある。そのためには、防災安全交付金、道路メンテナン

ス事業による橋梁の耐震化等の道路施設長寿命化や崩落決壊防止等を推進していく。 

 

【地籍調査の推進】 

・土地の境界確認が円滑に行われることが、迅速な復旧・復興に繋がるため、社会資本整備総合 

  交付金（防災安全交付金）や地籍調査費（負担金）等を活用し、地籍調査事業を引き続き推進 

していく。 

 

 


